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第
一
章　

問
題
の
所
在

日
本
中
世
に
は
膨
大
な
数
の
僧
形
の
人
々
が
い
た
。
寺
院
は
も
と
よ
り
、
朝
廷
や
幕
府
、
そ
し
て
村
落
で
も
、
僧
形
の
出
家
者
が
活
躍
し
て
い
た
。
か
つ
て
黒

田
俊
雄
氏
は
、
武
士
中
心
史
観
を
批
判
す
る
た
め
、
権
門
体
制
論
、
非
領
主
制
論
、
顕
密
体
制
論
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
顕
密
仏
教
を
中
世
仏
教
の
基
軸
と
捉
え

る
と
と
も
に
、
寺
社
勢
力
を
「
も
う
一
つ
の
中
世
社
会
」
と
規
定
し
、
そ
の
解
明
を
中
世
史
研
究
の
重
要
な
課
題
と
し
た（

１
）。

し
か
し
、
中
世
社
会
と
仏
教
と
い
う

視
点
か
ら
す
れ
ば
、
黒
田
氏
の
提
起
に
は
な
お
問
題
を
残
し
た
と
私
は
思
う
。

こ
れ
ま
で
の
仏
教
史
研
究
は
、
寺
院
や
僧
侶
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
中
世
に
は
僧
侶
で
な
い
僧
形
の
人
々
、
寺
院
に
所
属
し
な
い
僧

形
の
人
々
が
膨
大
に
存
し
て
い
る
。〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
。
彼
ら
、
そ
し
て
彼
女
た
ち
は
自
宅
で
出
家
前
と
同
様
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
少
な
く

と
も
剃
髪
し
て
僧
形
と
な
り
法
名
を
名
乗
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
真
の
意
味
で
の
出
家
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
の
対
象
と
な
っ

て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
〈
出
家
入
道
〉
は
日
本
古
代
や
近
世
に
も
存
在
し
な
い
し
、
世
界
史
的
に
み
て
も
、
日
本
中
世
に
の
み
見
ら
れ
る
独
特
の
習
俗
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
〈
出
家
入
道
〉
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
中
世
に
お
け
る
仏
教
の
特
殊
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
中
世
社
会
の
構
造
的
特
質
を

解
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、〈
出
家
入
道
〉
の
実
態
と
そ
の
社
会
的
広
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
が
中
世
文
化
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
い
。

出
家
入
道
と
中
世
社
会
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た
だ
し
、
女
性
の
〈
出
家
入
道
〉
は
、
男
性
に
比
べ
て
、
特
殊
な
要
素
が
含
ま
れ
る
の
で
、
別
に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
男
性
の
〈
出
家
入

道
〉
を
と
り
あ
げ
る
。〈
出
家
入
道
〉
と
い
う
特
殊
な
表
記
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
〈
出
家
入
道
〉

を
、
家
督
を
保
持
し
た
ま
ま
の
出
家
得
度
者
と
概
念
規
定
し
て
お
く
。

さ
て
、〈
出
家
入
道
〉
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
あ
る
が
、
研
究
蓄
積
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
は
〈
出
家

入
道
〉
よ
り
も
、
む
し
ろ
遁
世
に
関
心
が
注
が
れ
て
き
た
。
大
隅
和
雄
・
桜
井
好
朗
・
西
山
厚
・
林
譲
・
樋
口
州
男
氏
ら
の
研
究
は
そ
の
代
表
的
成
果
で
あ
る（

２
）。

一
方
、
目
崎
徳
衛
『
出
家
遁
世
』
は
遁
世
が
中
心
と
は
い
え
、
中
世
に
お
け
る
多
様
な
出
家
の
あ
り
か
た
を
描
出
し
て
お
り
、〈
出
家
入
道
〉
に
つ
い
て
も
重
要

な
指
摘
を
し
て
い
る
。
松
薗
斉
氏
は
日
記
の
分
析
か
ら
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
貴
族
社
会
で
は
出
家
の
重
み
が
次
第
に
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
述
べ
た（

３
）。

ま
た
、
海
老
名
尚
氏
の
論
文
「
日
本
中
世
社
会
に
お
け
る
入
道
に
つ
い
て
」
は
〈
出
家
入
道
〉
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
貴
重
な
業
績
で
あ
る（

４
）。

そ
し
て
氏
は
、

①
公
卿
の
出
家
は
経
済
権
益
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
引
退
を
意
味
し
な
い
、
②
御
家
人
は
出
家
後
も
御
家
人
身
分
を
維
持
し
、
御
家
人
体
制
に
組

み
込
ま
れ
て
い
た
、
③
中
世
後
期
に
は
老
年
に
よ
る
出
家
が
、
人
々
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果

は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
目
崎
氏
の
研
究
は
説
話
史
料
へ
の
依
存
に
や
や
難
が
あ
り
、
海
老
名
氏
の
研
究
も
概
略
的
な
ス
ケ
ッ
チ
に
留
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
、
日
本
中
世
の
独
特
の
習
俗
で
あ
っ
た
〈
出
家
入
道
〉
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し
た
い
。

な
お
、
こ
の
研
究
は
他
面
で
は
中
世
浄
土
教
の
研
究
で
も
あ
る
。
か
つ
て
私
は
、
浄
土
教
に
過
剰
な
思
い
入
れ
を
し
た
研
究
を
、
浄
土
教
中
心
史
観
と
し
て

き
び
し
く
批
判
し
た（

５
）。

第
一
に
、
浄
土
教
は
現
世
否
定
の
宗
教
で
は
な
く
、「
現
世
安
穏
・
後
世
善
処
」
を
求
め
る
平
凡
な
二
世
安
楽
信
仰
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

故
、
浄
土
教
の
発
展
と
、
貴
族
や
中
下
級
貴
族
の
没
落
と
の
間
に
特
別
な
関
連
は
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
法
然
や
親
鸞
の
思
想
を
中
世
仏
教
の
典

型
と
捉
え
、
浄
土
教
の
発
展
史
を
中
世
仏
教
の
形
成
論
と
重
ね
合
わ
せ
て
議
論
し
て
き
た
。
し
か
し
、
法
然
・
親
鸞
の
思
想
は
中
世
仏
教
の
典
型
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
異
端
の
教
え
で
あ
り
、
中
世
浄
土
教
の
枠
内
に
お
い
て
す
ら
少
数
派
で
あ
る
。
ま
た
、
平
安
浄
土
教
の
発
展
が
法
然
や
親
鸞
に
結
実
し
た
わ
け
で
も

な
く
、
彼
ら
の
思
想
は
む
し
ろ
平
安
浄
土
教
の
否
定
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
第
三
に
、
浄
土
教
が
中
世
仏
教
の
中
で
果
た
し
た
役
割
は
限
定
的
な
も
の
で
あ

り
、
浄
土
教
研
究
は
こ
の
歴
史
意
義
の
限
定
性
に
十
分
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、
批
判
の
趣
旨
で
あ
る
。

そ
の
後
、
浄
土
教
研
究
は
一
気
に
冷
え
込
ん
だ
が
、
し
か
し
こ
の
研
究
が
不
要
な
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
浄
土
教
が
日
本
人
の
心
性
に
与
え
た
影
響
は
非
常

に
大
き
い
し
、
中
世
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
浄
土
教
の
影
響
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
浄
土
教
の
実
態
と
そ
の
社
会
的
影
響
を
過
不
足
な
く



3 出家入道と中世社会（平）

描
き
あ
げ
る
作
業
は
、
今
後
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
〈
出
家
入
道
〉
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
課
題
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に

よ
っ
て
、
浄
土
教
が
中
世
社
会
や
中
世
の
政
治
構
造
に
与
え
た
影
響
力
の
大
き
さ
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
浄
土
教

と
は
、
顕
密
仏
教
の
浄
土
教
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
章　
「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
概
念
の
分
離

も
と
も
と
出
家
は
、
世
俗
活
動
を
断
念
し
て
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
は
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
亡
く
な
っ
た
尊
子
内
親
王
の
七
七
日
願
文
を
慶
滋
保
胤
が
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
内
親
王
の
出
家
を
「
出
家
」
と
も
、「
入

道
」
と
も
、「
遁
世
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
の
藤
原
道
長
の
出
家
を
、『
日
本
紀
略
』
は
「
落
飾
入
道
」、『
栄
華
物
語
』
は
「
出

家
入
道
」「
出
家
」「
遁
世
」、『
宇
槐
記
抄
』
は
「
遁
世
」「
出
家
」
と
記
し
て
お
り
、「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
が
同
義
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

６
）。

平
清
盛
の

出
家
も
「
遁
世
」「
出
家
」「
出
家
入
道
」
と
言
わ
れ
た
し
、『
玉
葉
』
は
藤
原
長
光
や
藤
原
重
家
・
藤
原
長
房
の
出
家
を
、
い
ず
れ
も
「
出
家
入
道
」「
遁
世
」
と

記
し
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
は
下
河
辺
行
秀
・
隠
岐
政
義
の
出
家
を
、
と
も
に
「
出
家
」「
出
家
遁
世
」
と
す
る（

７
）。

さ
ら
に
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
毛
利
元
春

自
筆
事
書
案
に
よ
れ
ば
、
毛
利
経
親
の
出
家
に
つ
い
て
「
出
家
」
と
も
、「
遁
世
」
と
も
表
現
し
て
い
る
ほ
か
、
毛
利
貞
親
の
出
家
も
「
出
家
遁
世
」「
出
家
」
と

記
し
て
お
り
、「
出
家
」
と
「
遁
世
」「
出
家
遁
世
」
が
同
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る（

８
）。

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
兵
部
大
輔
富
樫
満
成
が
足
利
義
持
の
怒
り
に

ふ
れ
て
逐
電
し
た
事
件
に
つ
い
て
、『
康
富
記
』
は
「
遁
世
」
し
た
満
成
を
「
富
樫
兵
部
入
道

0

0

」
と
述
べ
、『
看
聞
日
記
』
は
満
成
が
「
出
家
」
し
て
高
野
山
に
没

落
し
た
と
記
す（

９
）。

ま
た
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
の
飛
鳥
井
雅
康
の
出
家
に
つ
い
て
、『
長
興
宿

記
』
は
「
出
奔
遁
世
」「
入
道
」「
遁
世
隠
居
」
と
記
し
、

『
親
長
卿
記
』
は
「
遁
世
」、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
は
「
遁
世
入
道
」
と
記
し
て
い
る

）
（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、「
出
家
」「
遁
世
」「
入
道
」「
出
家
入
道
」「
出
家
遁
世
」「
遁
世
入
道
」
は
同
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
結
論
す
れ
ば
、「
出
家
」「
入
道
」「
遁

世
」
は
も
と
も
と
同
義
で
あ
っ
た
し
、
古
代
か
ら
中
世
末
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
は
同
じ
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
語
義
が
乖
離
す
る
事
例
も
登
場
す
る
。
僧
侶
の
世
界
に
お
い
て
「
出
家
」
と
「
遁
世
」
の
語
義
が
分
離
す
る
こ
と
は
、

「
二
重
出
家
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。
た
と
え
ば
無
住
は
『
雑
談
集
』
で
自
分
の
生
涯
を
回
顧
し
て
、「
十
八
歳
ニ
シ
テ
出
家
シ
、
二
十
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許
ノ
年
、
師
匠
房
ノ
譲
給
シ
カ
バ
、
ナ
マ
ジ
イ
ニ
請
取
テ
住
シ
ナ
ガ
ラ
（
中
略
）
二
十
八
歳
ノ
時
、
遁
世
ノ
身
ト
成
テ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
八
歳

で
「
出
家
」
し
て
顕
密
僧
と
な
り
、
間
も
な
く
師
匠
か
ら
住
坊
を
譲
ら
れ
た
が
、
二
十
八
歳
で
「
遁
世
」
し
た
と
語
っ
て
お
り
、
顕
密
僧
を
辞
め
る
こ
と
を
「
遁

世
」
と
表
現
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、「
門
葉
記
」
山
上
勤
行
二
に
所
引
の
「
愚
管
抄
」
に
よ
れ
ば
、
慈
円
の
こ
と
を
「
出
家
ノ
ハ
シ
メ
ヨ
リ
、
遁
世
ヲ
ノ
ミ
心
ニ
カ

ケ
タ
ル
人
」
と
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。
慈
円
は
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
に
十
三
歳
で
出
家
・
受
戒
し
た
が
、「
出
家
」
し
た
当
初
か
ら
「
遁
世
」
を
願
っ
て
い
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
顕
密
僧
は
朝
廷
の
官
位
体
系
に
属
し
て
い
た
た
め
、
僧
官
位
を
辞
し
、
顕
密
僧
の
身
分
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
「
遁
世
」
と
表
現
し
た
。
つ
ま
り

「
出
家
」
と
「
遁
世
」
概
念
が
分
離
し
て
い
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
俗
人
に
つ
い
て
も
言
え
る
。『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
か
ら
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
ま
で
、
鎌
倉
幕
府
の
評
定
衆

を
書
き
上
げ
た
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
出
家
」
と
「
遁
世
」
を
書
き
分
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
佐
々
木
信
綱
に
つ
い
て
「
文
暦
元
年
七
月
出
家
、
嘉
禎

二
年
遁
世
、
仁
治
二
年
三
月
六
日
於
二
高
野
一
卒
、
年
六
十
二
」
と
あ
り
、
安
達
時
盛
に
つ
い
て
は
、「
弘
長
三
年
十
一
月
廿
二
日
出
家
、
年
廿
三
、
法
名
爐
忍
、

後
日
改
名
、
建
治
二
年
九
月
遁
世
」
と
し
、
北
条
義
政
を
「
同（

建
治
）三
年
四
月
四
日
依
レ
病
出
家
、
年
三
十
六
、
同
五
月
廿
二
日
遁
世
逐
電
、
始
詣
二
信
乃
善
光
寺
一
、

同
六
月
所
帯
収
公
」
と
す
る

）
（（
（

。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
出
家
」
の
年
月
日
と
「
遁
世
」
の
年
月
日
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
斯
波

高
経
が
越
前
に
没
落
し
た
際
、
そ
の
側
近
で
あ
っ
た
「
少（

饗
庭
弾
正
）

弼
入
道
尊
宣
」
は
処
罰
を
免
れ
る
た
め
「
遁
世
」
し
た
と
い
う
し
、
心
敬
『
ひ
と
り
ご
と
』（
一
四
六

八
年
成
立
）
は
次
の
よ
う
に
記
す

）
（（
（

。

応
永
年
中
の
比
よ
り
世
に
聞
え
侍
る
人
々
に
は
、
今
川
了
俊
・
成
阿
法
師
・
梵
燈
庵
主
・
波
多
野
・
外
山
・
平
井
入
道
道
助
、
遁
世
者
に
は
中
宜
庵
主
・
頭

阿
・
昌
阿
な
ど
と
て
、
や
む
ご
と
な
き
作
者
侍
り
し
、

こ
こ
で
心
敬
は
、
連
歌
に
優
れ
た
者
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。
今
川
了
俊
か
ら
平
井
入
道
道
助
ま
で
と
、
そ
れ
以
降
の
「
遁
世
者
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
心
敬
は
今
川
了
俊
や
成
阿
法
師
・
梵
燈
庵
主
・
平
井
入
道
道
助
な
ど
の
出
家
者
を
「
遁
世
者
」
と
は
別
の
範
疇
で
捉
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
入
道
」
と
「
遁

世
」
概
念
が
分
離
し
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
の
語
義
が
分
離
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
鎌
倉
幕
府
追
加
法
一
六
九
で
あ
る
。

一　

不
レ
蒙
二
御
免
許
一
、
企
二
遁
世
一
後
、
猶
知
二
行
所
領
一
事　
仁
治
二　

十
一　

十
七

右
、
或
及
二
老
耄
一
、
或
依
二
病
患
一
、
以
二
所
領
所
職
一
、
譲
二
与
子
孫
一
、
給
二
身
暇
一
企
二
遁
世
一
者
、
普
通
之
法
也
、
而
未
レ
及
二
老
年
一
、
無
二
指
病
悩
一
、
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不
レ
蒙
二
御
免
一
、
無
二
左
右
一
令
二
出
家
一
、
猶
知
二
行
所
領
一
事
、
甚
自
由
之
所
行
也
、
自
今
以
後
、
如
レ
此
之
輩
、
処
二
于
不
忠
之
科
一
、
可
レ
被
レ
召
二
所
領
一

也
、
但
兼
日
以
二
子
孫
并
養
子
一
為
二
代
官
一
、
於
レ
致
二
奉
公
一
者
、
不
レ
及
二
子
細
一
歟
、

病
や
老
耄
に
よ
っ
て
家
督
を
譲
り
、
幕
府
の
許
し
を
得
て
「
遁
世
」
す
る
の
は
「
普
通
」
の
こ
と
だ
。
し
か
し
、
老
い
て
も
お
ら
ず
、
病
も
な
く
、
幕
府
の
許
し

も
な
い
ま
ま
「
出
家
」
し
て
な
お
家
督
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
不
忠
の
咎
と
し
て
所
領
を
没
収
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
出
家
」
後
も
家
督
を

保
持
す
る
と
い
う
、
予
想
外
の
事
態
が
出
現
し
て
い
る
。「
出
家
」「
遁
世
」
概
念
が
分
離
し
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。

本
来
、「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
は
い
ず
れ
も
俗
縁
を
断
ち
、
世
俗
生
活
を
離
脱
し
て
仏
道
に
専
念
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
な
る
と

「
出
家
」
し
た
者
が
な
お
家
督
を
保
持
す
る
と
い
う
、
新
た
な
事
象
が
発
生
し
、
そ
の
結
果
、「
出
家
」「
遁
世
」
概
念
が
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
俗
人
が
出
家
後
も
家
督
を
保
持
し
た
ま
ま
、
世
俗
活
動
を
継
続
し
て
い
る
も
の
を
〈
出
家
入
道
〉
と
呼
び
、
家
督
を
譲
っ
て
出
家
前
の
世
俗
活
動
を
停
止

し
隠
居
す
る
こ
と
を
〈
遁
世
〉
と
呼
び
た
い

）
（（
（

。
と
は
い
え
、
史
料
用
語
の
レ
ベ
ル
で
は
、「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」「
出
家
入
道
」
を
同
義
で
使
用
す
る
ケ
ー

ス
が
な
お
存
続
し
て
お
り
、
中
世
を
通
じ
て
「
出
家
入
道
」
を
〈
遁
世
〉
の
意
味
で
も
使
用
し
て
い
る
し
、「
遁
世
」
を
〈
出
家
入
道
〉
の
意
味
で
も
使
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
特
に
〈
出
家
入
道
〉〈
遁
世
〉
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

〈
出
家
入
道
〉
が
出
現
し
た
背
景
に
は
、
浄
土
教
の
展
開
が
あ
る
。
課
役
忌
避
の
私
度
僧
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
と
〈
出
家
入
道
〉
は
ま
っ
た

く
別
物
で
あ
る
。
地
獄
・
極
楽
の
観
念
は
九
世
紀
中
葉
よ
り
貴
族
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
現
世
の
幸
福
と
来
世
の
幸
福
と
の
葛
藤
を
も
た
ら
し

た
。
浄
土
の
教
え
は
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
を
建
前
と
し
て
お
り
、
現
世
へ
の
執
着
を
堕
地
獄
の
原
因
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
現
世
で
の
過
剰
な
幸
福
追
求

は
、
来
世
の
堕
地
獄
の
因
と
な
っ
た
。
藤
原
道
長
が
重
病
と
な
っ
た
時
、
そ
の
回
復
を
願
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
病
悩
平
癒
の
祈
禱
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、「
己
を
ば

悪
道
に
落
ち
よ
と
こ
そ
は
あ
ら
め
」
と
道
長
が
激
怒
し
た
の
は
、
そ
の
表
れ
で
あ
る

）
（（
（

。
死
の
間
際
ま
で
病
か
ら
の
回
復
を
願
い
、
こ
の
世
に
執
着
す
る
こ
と
は
、

地
獄
へ
の
道
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
た
め
人
々
は
人
生
の
あ
る
段
階
で
、
現
世
で
の
幸
福
追
求
を
断
念
し
て
来
世
に
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
九
世
紀

中
葉
よ
り
天
皇
家
を
中
心
に
臨
終
出
家
の
習
俗
が
始
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
が
貴
族
社
会
に
広
ま
っ
て
い
っ
た

）
（（
（

。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
俗
人
の
出
家
は
、
彼
ら
が
現
世
否
定
の
信
条
に
駆
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
極
楽
往
生
と
い
う
来
世
の
幸
福
を
手

に
す
る
た
め
、
厭
離
穢
土
（
現
世
否
定
）
を
装
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
出
家
に
は
極
楽
往
生
の
機
能
と
と
も
に
、
病
悩
平
癒
の
効
能
が
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
『
栄
華
物
語
』
は
藤
原
道
長
の
出
家
に
つ
い
て
、「
現
世
は
御
寿
命
延
び
、
後
生
は
極
楽
の
上
品
上
生
に
上
ら
せ
給
べ
き
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
出
家
に
は
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寿
命
延
長
と
極
楽
往
生
の
両
機
能
が
備
わ
っ
て
い
た
。
事
実
、『
平
家
物
語
』
は
平
清
盛
が
「
存
命
の
為
に
忽
に
出
家
入
道
」
し
た
お
か
げ
で
、
重
病
が
治
っ
て

天
寿
を
全
う
し
た
と
語
っ
て
い
る
し
、『
兵
範
記
』
も
清
盛
の
出
家
に
つ
い
て
「
已
入
二
仏
道
一
、
除
病
・
延
寿
・
菩
提
無
レ
疑
者
歟
」
と
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ

う
に
出
家
は
治
病
と
往
生
の
二
つ
の
機
能
を
備
え
て
い
た
。
つ
ま
り
世
俗
の
人
々
に
と
っ
て
出
家
と
は
、
治
病
・
往
生
の
た
め
に
、
髪
型
・
服
装
・
名
前
を
変
え

て
現
世
否
定
を
装
う
儀
礼
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
誰
も
が
出
家
す
る
だ
ろ
う
し
、
病
が
平
癒
す
れ
ば
世
俗
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
道
長
は
出
家

し
て
一
〇
日
足
ら
ず
で
病
が
癒
え
る
と
、「
不
レ
可
レ
隠
二
居
山
林
一
、
亦
一
月
五
六
度
可
レ
奉
レ
見
二
龍
顔
一
」
と
の
藤
原
実
資
の
提
案
に
同
意
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
う
し

て
家
督
を
保
持
し
た
〈
出
家
入
道
〉
が
誕
生
し
、
や
が
て
出
家
の
契
機
は
多
様
化
し
て
ゆ
く
。

俗
人
が
出
家
す
る
動
機
の
第
一
は
、
中
世
に
お
い
て
も
病
で
あ
り
、
治
病
・
往
生
の
願
い
が
出
家
の
中
心
で
あ
っ
た
。
藤
原
道
長
・
平
清
盛
や
大
江
広
元
、
北

条
泰
時
・
時
頼
・
高
時
な
ど
、
こ
の
例
は
非
常
に
多
い
。
第
二
は
高
齢
で
あ
る
。
北
条
重
時
が
そ
の
家
訓
で
、
六
十
歳
に
な
れ
ば
万
事
を
捨
て
て
念
仏
し
「
我
は

此
世
に
な
き
物
と
思
い
き
」
る
よ
う
勧
め
た
よ
う
に
、
老
年
に
な
れ
ば
来
世
の
準
備
の
た
め
、
病
が
な
く
て
も
出
家
し
て
い
る
。
さ
し
た
る
病
も
な
く
、
七
十
七

歳
、
右
大
臣
で
出
家
し
た
藤
原
宗
忠
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
し
、「
年
齢
之
衰
老
」
に
よ
っ
て
出
家
の
御
免
を
得
た
大
庭
景
義
・
岡
崎
義
実
も
そ
の
例
で

あ
る

）
（（
（

。
第
三
は
恥
辱
や
挫
折
で
あ
る
。
大
き
な
失
態
で
衆
人
の
中
で
恥
を
か
い
た
り
、
後
輩
に
超
越
さ
れ
て
思
う
よ
う
に
官
位
昇
進
が
で
き
な
か
っ
た
時
に
出
家

し
た
。
下
河
辺
行
秀
は
将
軍
の
面
前
で
鹿
を
射
そ
こ
な
っ
た
た
め
に
出
家
し
た
し
、
藤
原
信
西
は
不
遇
を
か
こ
つ
な
か
で
出
家
し
た
。
藤
原
経
藤
は
異
母
兄
弟
に

官
位
で
「
超
越
」
さ
れ
た
「
愁
」
で
出
家
し
て
い
る
し
、
二
階
堂
行
通
は
座
次
争
い
で
下
座
と
裁
定
さ
れ
「
面
目
」
を
失
っ
て
出
家
し
た

）
（（
（

。

第
四
は
、
政
治
的
軍
事
的
な
敗
北
に
よ
る
引
責
・
謹
慎
や
命
乞
い
で
あ
る
。
す
で
に
前
九
年
の
役
で
安
倍
則
任
は
出
家
し
て
降
参
し
て
い
る
し
、
宇
都
宮
頼
綱

は
謀
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
と
き
、
出
家
し
て
そ
の
嫌
疑
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
。
後
鳥
羽
院
は
承
久
の
乱
の
敗
北
で
出
家
し
、
将
軍
守
邦
も
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

で
出
家
し
て
お
り
、
島
津
義
久
も
出
家
し
て
豊
臣
秀
吉
に
降
伏
し
て
い
る
。
第
五
は
主
人
の
死
に
殉
じ
て
の
出
家
で
あ
る
。
日
本
中
世
で
は
殉
死
は
少
数
で
あ
る

が
、
主
人
の
死
に
殉
じ
た
出
家
は
数
多
い
。
親
鸞
の
伯
父
藤
原
範
綱
は
後
白
河
院
の
死
に
よ
っ
て
出
家
し
た
し
、
将
軍
源
実
朝
が
横
死
し
た
時
に
は
、
安
達
景
盛

を
は
じ
め
「
御
家
人
百
余
輩
」
が
出
家
し
た
。
今
川
了
俊
も
将
軍
義
詮
の
死
で
出
家
し
て
い
る

）
（（
（

。
第
六
は
主
君
と
家
臣
や
、
夫
婦
の
同
心
出
家
で
あ
る
。
北
条
時

頼
の
出
家
で
は
結
城
朝
広
・
三
浦
盛
時
・
二
階
堂
行
綱
ら
が
同
心
出
家
し
た
し
、
足
利
義
満
の
出
家
で
は
義
満
が
公
家
・
武
家
に
対
し
同
心
出
家
を
な
か
ば
強
要

し
て
い
る
。
ま
た
平
時
子
は
清
盛
と
同
心
出
家
し
た
し
、
中
宮
篤
子
内
親
王
の
出
家
で
は
側
近
の
女
房
が
同
心
出
家
し
て
い
る

）
（（
（

。

第
七
は
、
夫
や
妻
な
ど
近
親
者
の
死
を
契
機
と
す
る
出
家
で
あ
る
。
九
条
兼
実
は
妻
の
死
を
き
っ
か
け
に
出
家
し
た
し
、
白
河
院
は
鍾
愛
の
娘
の
死
で
出
家
し
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て
い
る
。
第
八
は
厄
年
に
よ
る
出
家
で
あ
る
。
洞
院
公
賢
は
歴
代
の
先
祖
が
太
一
定
分
厄
年
の
前
後
に
死
没
し
て
い
る
と
し
て
出
家
し
た

）
（（
（

。
第
九
は
発
心
出
家
で

あ
る
。
西
行
の
出
家
は
発
心
出
家
と
讃
え
ら
れ
た
し
、
紀
伊
国
荒
河
庄
の
悪
党
で
あ
る
荒
川
為
時
は
吉
野
に
参
詣
し
た
折
り
、「
五
十
有
余
之
老
髪
、
依
レ
無
レ
所

レ
期
、
忽
切
レ
髻
」
っ
て
出
家
し
た
と
い
う

）
（（
（

。
第
一
〇
は
現
世
へ
の
充
足
で
あ
る
。
後
深
草
院
は
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
に
出
家
す
る
が
、
そ
れ
は
息
子
が
天

皇
と
将
軍
と
な
り
、
孫
が
皇
太
子
と
い
う
、
こ
の
世
の
繁
栄
を
き
わ
め
た
た
め
で
あ
る
。「
繁
昌
之
運
足
二
自
愛
一
者
歟
、
然
而
思
二
今
生
之
栄
一
、
弥
恐
二
来
世
之

果
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
世
で
の
過
剰
な
繁
栄
は
来
世
の
堕
地
獄
の
因
に
な
る
と
し
て
、
こ
の
世
で
の
達
成
感
か
ら
出
家
し
て
い
る

）
（（
（

。

ほ
か
に
も
、
出
家
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
主
要
な
も
の
は
以
上
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
出
家
は
必
ず
し
も
自
由
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
度
の
禁

止
政
策
は
王
朝
国
家
体
制
へ
の
転
換
と
と
も
に
放
棄
さ
れ
た
が
、
し
か
し
貴
族
が
出
家
す
る
に
は
勅
許
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
武
家
が
出
家
す
る
場
合
に
は
将
軍

の
御
免
を
要
し
た
。
次
の
史
料
は
出
家
を
認
め
る
関
東
御
教
書
で
あ
る

）
（（
（

。

出
家
暇
事
、
所
労
危
急
云
々
、
仍
所
レ
有
二
御
免
一
也
者
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、

　
　

永
仁
四
年
八
月
二
日　
　
　
　
　

陸（
大
仏
宣
時
）

奥
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相（
北
条
貞
時
）

模
守
（
花
押
）

　
　
　

小
代
馬
次
郎
殿

特
に
鎌
倉
幕
府
は
こ
う
し
た
御
免
な
き
出
家
を
自
由
出
家
と
し
て
、
所
領
没
収
の
咎
に
処
し
て
い
る
。
ま
た
、
妻
の
出
家
は
夫
の
許
可
を
必
要
と
し
、
夫
の
了
解

な
し
に
出
家
す
れ
ば
離
婚
と
さ
れ
た

）
（（
（

。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
朝
廷
・
幕
府
、
そ
し
て
民
衆
的
世
界
に
お
け
る
〈
出
家
入
道
〉
の
実
態
に
つ
い
て
、
文
書
や
日
記
史
料
を
中
心
に
検
討
を
進
め
た
い
。

第
三
章　

貴
族
社
会
と
〈
出
家
入
道
〉 

天
皇
・
摂
関
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
〈
出
家
入
道
〉
で
在
任
し
た
者
は
い
な
い
。
退
位
・
退
任
し
て
か
ら
出
家
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
尼
天
皇
で
あ
る
称

徳
天
皇
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
例
外
的
存
在
と
考
え
て
よ
い

）
（（
（

。
大
臣
・
納
言
・
参
議
・
弁
官
・
国
司
な
ど
、
朝
廷
官
職
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
〈
出
家
入
道
〉

の
在
任
は
確
認
で
き
な
い
。『
公
卿
補
任
』
を
み
て
も
、
中
世
を
通
じ
て
出
家
を
契
機
に
官
歴
を
終
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
原
範
光
は
承
元
元
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年
（
一
二
〇
七
）
東
宮
権
大
夫
・
民
部
卿
を
辞
し
て
出
家
し
た
し
（
死
没
は
六
年
後
）、
葉
室
定
嗣

も
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
に
出
家
し
て
、
二
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
官
歴
を
終
え
て
い
る

）
（（
（

。
も
っ
と

も
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
七
月
二
十
三
日
、
管
領
斯
波
義
将
が
足
利
義
満
と
同
心
出
家
し
た
と

こ
ろ
、
二
十
五
日
に
義
将
を
右
衛
門
督
・
正
四
位
下
に
叙
任
す
る
宣
下
が
出
て
い
る
が

）
（（
（

、
こ
れ
は
足

利
義
満
専
制
下
に
お
け
る
例
外
的
事
例
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
朝
廷
に
お
い
て
も
、
出
家
に
よ
っ
て

官
歴
を
終
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』
三
六
に
よ
れ
ば
、
伊
予
国
目さ

か
んで
あ
っ
た
越
智
益
躬
は
、「
自

レ
少
及
レ
老
、
勤
王
不
レ
倦
、
帰
法
弥
劇
、
朝
読
二
法
花
一
、
昼
従
二
国
務
一
、
夜
念
二
弥
陀
一
、
以
為
二

恒
事
一
、
未
レ
剃
二
鬢
髪
一
、
早
受
二
十
戒
一
、
法
名
自
称
二
定
真
一
」
と
あ
る

）
（（
（

。
こ
の
人
物
は
朝
夕
に
読

経
・
念
仏
に
励
む
一
方
、
昼
間
は
国
務
に
従
事
し
て
お
り
、
世
俗
生
活
と
信
仰
生
活
を
両
立
さ
せ
て

い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
彼
は
剃
髪
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
法
名
を
も
ち
、
出
家
得
度
の
沙
弥
戒

も
受
け
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
剃
髪
す
れ
ば
官
職
を
辞
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
を
避
け

て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
出
家
得
度
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
出
家
入
道
〉
が
社
会
的
認

知
を
う
け
る
以
前
に
お
け
る
、
在
俗
の
篤
信
者
の
一
つ
の
生
き
方
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
説
話
が

越
智
益
躬
な
る
人
物
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、『
日
本
往

生
極
楽
記
』
に
記
載
さ
れ
、『
法
華
験
記
』
一
一
一
、『
今
昔
物
語
集
』
一
五
ー
四
四
に
転
載
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
在
俗
の
篤
信
者
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
剃
髪
な
き

出
家
得
度
は
〈
出
家
入
道
〉
の
前
史
を
な
す
。

さ
て
、〈
出
家
入
道
〉
の
波
は
十
一
世
紀
よ
り
朝
廷
に
も
押
し
寄
せ
た
。
第
一
は
、〈
出
家
入

道
〉
の
権
勢
者
の
登
場
で
あ
る
。
表
１
に
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
道
長
を
嚆
矢
と
し
て
白
河
・
鳥

羽
・
後
白
河
法
皇
や
平
清
盛
・
九
条
道
家
な
ど
、
絶
大
な
権
力
を
握
っ
た
人
物
が
、
出
家
後
も
そ
の

表１　〈出家入道〉の主な権勢者
藤原道長 寛仁３（1019）03出家、54歳 寛仁３（1019）09東大寺受戒 寛仁４（1020）12延暦寺受戒 万寿４（1027）12死没、62歳
白河法皇 永長１（1096）08出家、44歳 大治４（1129）07死没、77歳
鳥羽法皇 永治１（1141）03出家、39歳 康治１（1142）05東大寺受戒 康治１（1142）05延暦寺受戒 保元１（1156）07死没、54歳
後白河法皇 嘉応１（1169）06出家、43歳 嘉応２（1170）04東大寺受戒 安元２（1176）04延暦寺受戒 文治３（1187）08伝法灌頂

建久３（1192）03死没、66歳
平　清盛 仁安３（1168）02出家、51歳 治承３（1179）11院政停止 養和１（1181）閏02死没、64歳
後高倉院 建暦２（1212）03出家、34歳 承久３（1221）08院政、43歳 貞応２（1223）05死没、45歳
九条道家 嘉禎４（1238）04出家、46歳 延応１（1239）11東大寺受戒 仁治２（1241）04伝法灌頂 寛元４（1246）09西山隠棲

建長３（1251）12勅勘 建長４（1252）02死没、60歳
北条時頼 康元１（1256）11出家、30歳 弘長３（1263）11死没、37歳
後嵯峨法皇 文永５（1268）10出家、49歳 文永６（1269）04東大寺受戒 文永９（1272）02死没、53歳
北条貞時 正安３（1301）08出家、31歳 應長１（1311）10死没、41歳
後宇多法皇 正安３（1301）01 院政～ 08.08 徳治２（1307）07出家、41歳 徳治２（1307）11東大寺受戒 延慶１（1308）01伝法灌頂

徳治３（1308）閏08譲状 文保２（1318）02院政～ 21.12 正中１（1324）06死没、58歳
北条高時 嘉暦１（1326）03出家、24歳 正慶２（1333）05自刃、31歳
足利義満 応永２（1395）06出家、38歳 応永２（1395）09東大寺受戒 応永３（1396）09延暦寺受戒 応永15（1408）05死没、51歳

（注）  宇多・花山法皇は院政をとっていないし、後鳥羽・亀山・後深草法皇も出家後の院政がないため除外した。なお
「03」「閏02」は３月・閏二月を示す。
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権
勢
を
維
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
道
長
の
〈
出
家
入
道
〉
は
八
年
で
終
わ
る
が
、
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
の
〈
出
家
入
道
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
三
三
年
・
一
五
年
・
二

三
年
も
の
長
期
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
摂
関
時
代
よ
り
重
要
な
政
治
案
件
は
陣
定
や
殿
下
御
前
議
定
・
殿
下
直
盧
議
定
で
協
議
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
公
卿
議
定
が
法
皇
の
御
所
で
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
と
も
と
院
御
所
議
定
は
院
の
家
政
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
で
あ
っ
た
が
、
白
河
院
政
が
本
格
化
す
る
と
、
そ
の
性
格
が
変
化
す
る
。
即

位
・
大
嘗
会
・
立
太
子
・
内
裏
造
営
・
寺
社
嗷
訴
な
ど
朝
家
大
事
に
つ
い
て
院
御
所
で
議
定
し
て
お
り
、
法
皇
が
政
務
決
裁
を
主
導
し
て
い
る

）
（（
（

。〈
出
家
入
道
〉

の
居
宅
で
朝
廷
の
最
高
審
理
機
関
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
決
裁
権
を
〈
出
家
入
道
〉
が
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
出
家
す
る
と
官
位
を
辞
す
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
一
部
に
〈
出
家
入
道
〉
の
准
后
が
い
る
。
准
后
は
三
宮
（
太
皇
太
后
宮
・
皇
太
后
宮
・
皇
后
宮
）
に
准

じ
て
、
年
官
・
年
爵
を
給
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
皇
族
と
同
待
遇
を
与
え
る
と
い
う
栄
誉
的
意
味
に
力
点
が
あ
る
。
藤
原
道
長
は
長
和
五
年
（
一
〇

一
六
）
に
准
后
宣
下
を
う
け
る
が
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
出
家
し
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
か
ら
、
出
家
後
も
三
宮
に
准
じ
て
年
官
・
年
爵
を
付
与
す
る
と
と
も

に
、
封
二
千
戸
を
賜
る
と
の
宣
下
が
で
て
い
る
。『
扶
桑
略
記
』
が
い
う
よ
う
に
、「
出
家
以
後
、
希
代
之
例
」
で
あ
る

）
（（
（

。
ま
た
、
平
清
盛
は
妻
の
時
子
と
と
も
に

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
に
出
家
す
る
が
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
六
月
、
出
家
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
盛
と
時
子
に
准
后
宣
下
が
出
て
い
る

）
（（
（

。
足

利
義
満
は
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
に
准
后
宣
下
を
う
け
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
出
家
す
る
が
、
明
と
の
交
渉
で
は
「
日
本
准
三
后
道
義
」
と
名
乗
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
准
后
は
、〈
出
家
入
道
〉
の
権
勢
者
を
か
ざ
る
栄
誉
的
称
号
と
な
っ
た
。

第
二
は
、
院
御
所
議
定
や
関
東
申
次
で
あ
る
。〈
出
家
入
道
〉
の
上
級
貴
族
は
院
御
所
議
定
に
参
加
し
た
し
、
関
東
申
次
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
就
任
・
在
任

し
て
い
る
。
白
河
院
政
や
鳥
羽
院
政
の
前
中
期
ま
で
は
、
院
御
所
議
定
に
参
加
で
き
る
の
は
見
任
公
卿
に
限
ら
れ
て
お
り
、
前
官
を
加
え
る
こ
と
す
ら
抵
抗
が

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
鳥
羽
院
政
の
末
期
か
ら
後
白
河
院
政
期
に
な
る
と
、
前
官
は
も
と
よ
り
、〈
出
家
入
道
〉
ま
で
議
定
に
加
わ
る
よ
う
に
な
る

）
（（
（

。
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
七
月
に
近
衛
天
皇
が
亡
く
な
る
と
、
鳥
羽
法
皇
の
御
前
で
皇
嗣
決
定
の
た
め
の
議
定
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
入
道
右
大
臣
源
雅
定
が
参
加
し
て

い
る
。
ま
た
後
白
河
院
政
期
か
ら
は
、
公
卿
へ
の
在
宅
諮
問
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
で
も
〈
出
家
入
道
〉
が
関
与
し
た
。
た
と
え
ば
永
暦

元
年
（
一
一
六
〇
）
十
二
月
、
興
福
寺
が
別
当
恵
信
の
大
僧
正
補
任
を
求
め
て
蜂
起
す
る
と
、
後
白
河
は
そ
の
対
応
を
七
名
の
公
卿
た
ち
に
在
宅
諮
問
し
た
。
そ

の
七
名
の
な
か
に
、
入
道
前
右
大
臣
源
雅
定
と
入
道
前
太
政
大
臣
藤
原
実
行
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
後
鳥
羽
院
は
、
興
福
寺
に
よ

る
専
修
念
仏
の
弾
圧
要
請
へ
の
対
応
を
一
〇
名
の
公
卿
た
ち
に
在
宅
諮
問
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
入
道
関
白
松
殿
基
房
と
入
道
左
大
臣
三
条
公
定
が
含
ま
れ
て
い
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た
。
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
も
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
十
二
月
の
後
宇
多
院
評
定
に
土
御
門
入
道
相
国
定
実
が
参
仕
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
〈
出
家
入
道
〉
は

広
義
の
公
卿
議
定
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
院
政
を
支
え
て
い
た
。

ま
た
、
関
東
申
次
は
朝
廷
・
幕
府
間
の
連
絡
を
担
う
朝
廷
側
の
窓
口
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
お
け
る
重
要
案
件
の
処
理
は
幕
府
の
同
意
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
関
東
申
次
は
朝
廷
内
で
大
き
な
力
を
ふ
る
っ
た
。
西
園
寺
公
経
は
そ
の
権
勢
が
「
超
二
過
福
原
平
禅（
清
盛
）門一
歟
」
と
評
さ
れ
た
し
、
九
条
道
家
も
幕

府
が
「
入（

九
条
道
家
）

道
殿
可
レ
有
二
天
下
御
計
一
」
と
申
し
入
れ
て
お
り
、
関
東
申
次
は
幕
府
の
権
威
を
背
景
に
国
政
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た

）
（（
（

。
こ
の
関
東
申
次
に

〈
出
家
入
道
〉
が
就
任
・
在
任
し
て
い
る
。
西
園
寺
公
経
は
後
鳥
羽
院
政
期
に
就
任
し
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
出
家
す
る
が
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
に

死
没
す
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
条
道
家
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
ご
ろ
に
関
東
申
次
に
な
り
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
に
出
家
す
る
も

の
の
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
政
変
で
失
脚
す
る
ま
で
申
次
の
地
位
に
あ
っ
た
。
西
園
寺
実
氏
は
幕
府
の
指
名
に
よ
っ
て
寛
元
四
年
に
就
任
し
、
文
応
元
年

（
一
二
六
〇
）
に
出
家
す
る
が
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
に
死
没
す
る
ま
で
在
任
し
、
文
永
三
年
惟
康
親
王
の
将
軍
擁
立
や
文
永
五
年
の
蒙
古
国
書
到
来
な
ど

に
対
応
し
て
い
る
。
実
氏
の
跡
を
継
い
だ
西
園
寺
実
兼
は
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
出
家
し
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
嫡
子
の
公
衡
に
申
次
を
譲
っ
た
。

し
か
し
、
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
公
衡
の
早
世
に
よ
り
関
東
申
次
に
復
帰
し
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
に
死
没
す
る
ま
で
在
任
し
て
、
文
保
の
御
和
談
に
関

わ
っ
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
関
東
申
次
に
は
〈
出
家
入
道
〉
も
就
任
・
在
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
は
知
行
国
主
で
あ
る
。〈
出
家
入
道
〉
の
国
司
は
い
な
い
が
、〈
出
家
入
道
〉
の
知
行
国
主
は
珍
し
く
な
い
。
後
鳥
羽
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
藤
原
範
光
は
、

出
家
後
も
岡
崎
御
所
を
造
進
し
た
り
、
院
使
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
四
月
に
死
没
し
た
時
に
は
越
後
・
丹
後
二
ケ
国
の
知
行
国
主
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
息
子
た
ち
に
譲
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
摂
関
家
の
松
殿
基
房
は
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
政
変
で
出
家
し
た
が
、
寛
喜
二
年
（
一
二

三
〇
）
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
周
防
と
筑
前
国
が
彼
の
知
行
国
で
あ
っ
た
と
い
う

）
（（
（

。
そ
も
そ
も
数
多
く
の
院
分
国
が
あ
り
、
法
皇
の
知
行
国
が
存
し
て
い
た
以

上
、〈
出
家
入
道
〉
の
知
行
国
主
が
い
て
も
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。

〈
出
家
入
道
〉
の
知
行
国
主
は
実
際
に
国
務
を
遂
行
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
遠
江
国
池
田
庄
は
境
界
を
め
ぐ
っ
て
川
勾
庄
と
争
っ
て
い
た
が
、「
保
元
年
中
、

小
納
言
故（

藤
原
信
西
）

入
道
国
務
之
時
、
任
二
件
官
符
之
状
一
、
被
レ
定
レ
堺
畢
」
と
あ
り
、
藤
原
信
西
が
遠
江
国
の
知
行
国
主
で
あ
っ
た
時
に
、
そ
の
命
で
長
承
官
符
に
し
た

が
っ
て
庄
域
を
定
め
た
と
い
う
。
ま
た
、
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
嘉
祥
寺
領
河
棚
庄
が
国
衙
に
よ
る
違
乱
を
訴
え
た
と
き
、
長
門
国
司
は
「
太
政
入（

平
清
盛
）道殿
仰
」

に
よ
っ
て
、
国
衙
使
の
入
部
を
停
止
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る

）
（（
（

。
こ
れ
は
平
清
盛
が
長
門
の
知
行
国
主
の
立
場
で
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
出
家
入
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道
〉
の
知
行
国
主
は
、
国
衙
行
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て
実
際
の
国
務
を
遂
行
し
て
い
た
。

第
四
は
本
家
・
領
家
で
あ
る
。
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
宝
荘
厳
院
領
荘
園
注
文
は
、
宝
荘
厳
院
の
所
領
と
領
家
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
同（

丹
波
）国

奄
我
庄　

右
大
臣
入
道
」
と
あ
る
。
ま
た
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
藤
原
親
能
は
、
越
後
国
大
面
庄
の
年
貢
を
「
運
二
上
領
家
一
〈
中
納
言
入
道
〉」
し
た
と
述

べ
て
お
り
、
大
面
庄
領
家
を
「
中
納
言
入
道
」
と
し
て
い
る

）
（（
（

。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
豊
後
国
大
田
文
に
は
「
日
田
庄
五
百
丁　

領
家　

二
条
帥
入
道
殿
」
と

あ
る
し
、
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
後
伏
見
上
皇
は
坊
城
大
納
言
入
道
俊
定
が
摂
津
国
位
倍
庄
領
家
職
を
相
伝
知
行
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

）
（（
（

。

ま
た
、
藤
原
忠
実
は
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
に
出
家
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
一
二
年
後
、
大
和
国
平
田
庄
の
田
畠
相
論
を
裁
決
す
る
政
所
下
文
を
発
し
た

）
（（
（

。
平

田
庄
は
摂
関
家
領
で
あ
り
、
こ
の
前
関
白
家
政
所
下
文
は
本
所
と
し
て
の
立
場
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
所
で
あ
る
〈
出
家
入
道
〉
が
荘
園
内
紛

争
の
裁
定
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
摂
津
国
輪
田
庄
の
領
家
「
禅
定
前（

九
条
兼
実
）

大
相
国
政
所
」
は
下
文
を
発
し
て
、
同
庄
預

所
職
を
刑
部
卿
局
女
子
が
相
伝
す
る
こ
と
を
認
め
た
し
、
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
に
も
「
禅
定（

近
衛
基
通
）

殿
下
政
所
」
が
近
衛
家
領
で
あ
る
尾
張
国
堀
尾
庄
・
長
岡
庄
の

境
相
論
を
裁
定
し
た

）
（（
（

。
同
様
に
西
園
寺
公
経
は
出
家
か
ら
七
年
後
の
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
に
、
安
芸
国
沼
田
庄
の
「
塩
入
荒
野
」
を
開
発
し
た
い
と
の
申
請

を
認
め
る
「
一
条
入
道
太
政
大
臣
家
政
所
」
下
文
を
発
給
し
た
し
、
同
じ
年
に
「
入
道
大（

藤
原
資
経
）

宰
大
弐
家
政
所
」
は
「
領
家
」
の
立
場
か
ら
、
加
賀
国
能
美
庄
別
府
方

公
文
職
に
平
秀
家
を
還
補
し
た

）
（（
（

。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
〈
出
家
入
道
〉
が
領
家
の
権
能
を
行
使
し
た
事
例
で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
に
、〈
出
家
入
道
〉
の
本
家
・
領
家
が
存
在
し
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
出
家
後
も
家
督
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
元
木
泰
雄
氏
は
藤
原
忠
実
に
つ
い
て
、「
出
家
後
に
こ
そ
、
忠
実
の
家
政
に
対
す
る
関
心
は
一
層
高
ま
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

事
実
、
忠
実
は
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
興
福
寺
の
統
制
に
手
を
焼
い
た
あ
げ
く
、
側
近
の
寛
誉
法
橋
を
殺
害
し
て
そ
の
責
め
を
負
わ
せ
た
。
翌
年
に
は
鍾
愛
の

子
頼
長
に
荘
園
一
八
カ
所
を
譲
与
し
た
し

）
（（
（

、
久
安
六
年
九
月
に
は
摂
政
忠
通
を
義
絶
し
て
頼
長
を
藤
氏
長
者
に
据
え
る
と
と
も
に
、
忠
通
に
譲
っ
て
い
た
東
三
条

殿
や
荘
園
を
悔
い
返
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
貴
族
の
世
界
に
お
い
て
も
、〈
出
家
入
道
〉
が
家
督
を
保
持
し
て
い
た
。

第
五
に
、
家
政
機
関
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
い
る
。
朝
廷
な
ど
と
の
交
渉
の
た
め
、
家
政
機
関
の
構
成
員
に
は
見
任
公
卿
や
職
事
弁
官
が
就
任
す
る
の
が
一
般

的
で
あ
り
、
治
天
の
院
宣
や
院
庁
下
文
に
〈
出
家
入
道
〉
の
署
名
は
な
い
。
し
か
し
、
一
部
と
は
い
え
〈
出
家
入
道
〉
の
家
司
が
い
た
。
延
応
二
年
（
一
二
四

〇
）
肥
後
国
球
磨
庄
の
願
成
寺
免
田
を
領
家
が
政
所
下
文
で
承
認
し
て
い
る
が
、
政
所
の
署
判
者
四
名
の
う
ち
一
人
が
「
沙
弥
」
で
あ
る
し
、
宜
秋
門
院
令
旨
の

奉
者
も
「
沙
弥
」
で
あ
る

）
（（
（

。
ま
た
、
森
茂
暁
氏
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
関
東
申
次
西
園
寺
家
の
施
行
状
は
、「
沙
弥
観
証
」（
右
馬
権
頭
入
道
）
や
「
沙
弥
観
悟
」
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「
沙
弥
玄
証
」「
沙
弥
静
悟
」
と
い
っ
た
法
体
の
家
司
が
奉
者
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
い

）
（（
（

。
ま
た
、
対
馬
や
伊
予
・
讃
岐
・
丹
波
の
国
宣
を
「
沙
弥
」
が
奉
じ
た
例

も
あ
り

）
（（
（

、
知
行
国
主
の
家
司
を
〈
出
家
入
道
〉
が
つ
と
め
て
い
た
。

第
六
に
、
地
方
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、〈
出
家
入
道
〉
の
国
司
は
存
在
し
な
い
も
の
の

）
（（
（

、
鎌
倉
時
代
に
は
目
代
・
在
国
司
や
在
庁
官
人
の
〈
出
家
入
道
〉
が

い
た
。
た
と
え
ば
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
備
前
金
山
寺
の
住
僧
が
「
京
下
別
当
職
」
を
廃
止
す
る
よ
う
国
衙
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
、「
目
代
沙
弥
」
は
外
題
安

堵
を
添
え
、
金
山
寺
別
当
職
を
留
守
所
に
付
す
よ
う
裁
定
し
て
い
る
。
弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
備
前
国
留
守
所
下
文
も
「
目
代
沙
弥
」
が
花
押
を
す
え
て
い

る
し
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
出
雲
杵
築
社
造
営
所
注
進
状
で
も
、「
目
代
沙
弥
」
が
署
名
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、
在
国
司
は
有
力
在
庁
官
人
や
そ
の
職
称
を

い
う
が
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
に
は
豊
後
国
の
由
原
宮
放
生
会
に
参
加
す
る
国
東
郷
船
が
転
覆
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
在
国
司
沙
弥
行
念
」
が
神
事
遅
延

の
な
い
よ
う
努
力
す
る
旨
、
請
文
を
提
出
し
て
い
る
。
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
に
は
、
薩
摩
の
「
在
国
司
入
道
々
雄
」
が
所
領
相
論
の
和
与
を
行
っ
た

）
（（
（

。

こ
の
よ
う
に
〈
出
家
入
道
〉
の
目
代
・
在
国
司
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
在
庁
官
人
に
〈
出
家
入
道
〉
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
の
大
隅
国
留
守
所
下
文
に
は
、
署
名
者
の
な
か
に
「
検
校
沙
弥
」
が
い
る
し
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
伊
予
国
留
守
所
下
文
に
は

「
公
文
沙
弥
」
が
、
ま
た
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
の
周
防
在
庁
官
人
連
署
起
請
文
で
も
「
沙
弥
真
観
」
が
署
判
し
て
い
る

）
（（
（

。

第
七
に
、
地
域
社
会
の
レ
ベ
ル
で
は
、
預
所
・
下
司
・
公
文
・
郡
司
・
郷
司
・
図
師
・
田
所
・
案
主
・
弁
済
使
・
惣
追
捕
使
に
〈
出
家
入
道
〉
が
就
く
こ
と
は

珍
し
く
な
い
。
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
後
三
条
院
の
安
芸
国
新
勅
旨
田
の
預
所
に
「
沙
弥
得
阿
弥
陀
仏
」
が
補
任
さ
れ
た
。
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
出
雲
国

加
賀
庄
の
起
請
田
目
録
は
、
同
庄
持
田
村
の
起
請
田
五
九
町
の
内
訳
を
注
進
し
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
預
所
沙
弥
」
が
署
名
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
嘉
禎
二
年
に

は
、
中
原
盛
実
が
嫡
子
で
あ
る
「
沙
弥
浄
願
」
に
、
和
泉
国
長
滝
庄
弥
富
の
下
司
職
と
公
文
職
を
譲
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
俗
人
の
父
親
が
〈
出
家
入
道
〉
し
た
嫡

子
に
所
領
を
譲
っ
た
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
に
は
摂
津
国
萱
野
郷
の
「
下
司
兼
公
文
沙
弥
蓮
親
」
が
田
地
を
勝
尾
寺
に
寄
進
し
た

）
（（
（

。

郡
司
・
郷
司
に
つ
い
て
は
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
大
隅
国
留
守
所
下
文
が
「
禰
寝
南
俣
郡
司
沙
弥
行
西
」
に
出
さ
れ
た
し
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

に
は
「
豊
前
国
上
毛
郡
司
小
大
夫
入
道
蓮
上
」
が
名
田
畠
を
め
ぐ
っ
て
幕
府
に
訴
え
て
い
る

）
（（
（

。
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
山
城
安
祥
寺
の
寺
辺
田
畠
在
家
検
注

帳
に
は
「
郷
司
沙
弥
」
が
署
判
し
て
い
る
し
、
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
大
友
能
直
の
妻
で
あ
る
尼
深
妙
が
、
子
ど
も
た
ち
に
所
領
を
配
分
し
た
と
き
、「
嫡
男

大（
大
友
親
秀
）

炊
助
入
道
」
に
相
模
国
大
友
郷
の
地
頭
郷
司
職
を
譲
っ
て
い
る

）
（（
（

。

図
師
・
田
所
以
下
に
つ
い
て
。
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
土
佐
国
西
養
寺
の
読
経
田
の
譲
与
に
つ
い
て
、
現
地
の
沙
汰
人
で
あ
る
「
図
師
沙
弥
」
と
「
田
所
沙
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弥
」
が
署
判
し
て
、
譲
状
の
正
当
性
を
確
認
し
て
い
る
。
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
若
狭
国
倉
見
荘
の
実
検
田
目
録
案
に
は
「
図
師
沙
弥
十
念
」
が
署
名
し
て
い

る
し
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
沙
弥
本
仏
（
小
早
川
茂
平
）
は
、
讃
岐
国
与
田
郷
の
地
頭
・
公
文
・
案
主
・
田
所
・
図
師
・
惣
検
校
・
検
断
職
を
息
子
の
小
早

川
政
景
に
譲
っ
た

）
（（
（

。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
大
隅
国
在
庁
石
築
地
役
支
配
注
文
に
は
、「
弁
済
使
平
左
近
人
道
西
仏
」「
弁
済
使
左
衛
門
入
道
法
智
」
の
名
が
み

え
る
し
、
永
仁
六
年
に
は
大
隅
鹿
屋
院
の
預
所
が
弁
済
使
職
に
「
沙
弥
観
阿
」
を
補
任
し
て
い
る

）
（（
（

。
永
仁
四
年
に
は
大
和
国
平
野
殿
庄
の
下
司
と
「
惣
追
補
使
沙

弥
願
妙
」
が
東
寺
に
連
署
請
文
を
提
出
し
た
し
、
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
に
は
伊
予
の
「
西
浦
惣
追
捕
使
次
郎
兵（

忽
那
実
重
）

衛
入
道
性
運
」
が
得
分
の
違
乱
を
訴
え
た

）
（（
（

。

貴
族
社
会
に
お
け
る
〈
出
家
入
道
〉
の
浸
透
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、〈
出
家
入
道
〉
は
最
高
権
力
者
と
し
て
君
臨
し
た
だ

け
で
な
く
、
公
卿
議
定
に
参
加
し
た
り
関
東
申
次
と
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
知
行
国
主
と
し
て
国
務
を
担
っ
た
し
、
本
家
・
領
家
と
し
て
荘
務
を
行
い
、
こ
う
し
た

上
級
貴
族
の
家
政
機
関
で
も
〈
出
家
入
道
〉
が
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
で
は
目
代
・
在
国
司
・
在
庁
官
人
に
〈
出
家
入
道
〉
が
確
認
で
き
る
し
、
地
域
社

会
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
預
所
・
下
司
・
公
文
・
郡
司
・
郷
司
・
田
所
・
図
師
・
案
主
・
弁
済
使
・
惣
追
捕
使
が
活
動
し
て
い
た
。〈
出
家
入
道
〉
は
世
俗
社
会

の
多
様
な
領
域
で
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

出
家
と
日
記
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
松
薗
斉
氏
は
、
①
十
二
世
紀
ま
で
は
藤
原
宗
忠
の
よ
う
に
、
出
家
を
契
機
に
日
記
を
擱
筆
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ

た
が
、
十
三
・
十
四
世
紀
か
ら
出
家
後
も
日
記
を
記
す
例
が
増
え
始
め
、
十
五
世
紀
に
な
る
と
出
家
後
も
日
記
を
記
す
こ
と
が
普
通
と
な
っ
た
、
②
そ
の
理
由
は

出
家
と
い
う
宗
教
的
行
為
の
重
み
が
貴
族
社
会
で
軽
く
な
っ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
指
摘
は
、〈
出
家
入
道
〉
の
広
が
り
を
考
え
る
上

で
非
常
に
参
考
に
な
る
。〈
出
家
入
道
〉
は
世
俗
生
活
と
出
家
と
の
境
界
を
曖
昧
な
も
の
に
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
日
記
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
松
薗
氏
に
よ
れ
ば
、
出
家
後
も
日
記
を
書
き
残
し
た
最
初
の
人
物
は
藤
原
道
長
で
あ
る
が
、
道
長
は
ま
た
貴
族
社
会
に
お
け
る
〈
出
家
入
道
〉
の

嚆
矢
で
も
あ
っ
た
。

第
四
章　

武
家
社
会
と
〈
出
家
入
道
〉

第
一
節　

三
善
善
信
・
佐
々
木
信
綱
・
安
達
時
盛

武
家
社
会
に
お
け
る
〈
出
家
入
道
〉
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
が
す
で
に
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
目
崎
徳
衛
氏
は
、
①
鎌
倉
武
士
は
僧
形
と
な
っ
て
も
所
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領
を
手
放
さ
ず
、
幕
府
の
役
職
か
ら
も
引
退
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
、
②
『
関
東
評
定
衆
伝
』
に
は
毎
年
必
ず
数
名
の
「
法
師
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
出
家
」

後
も
在
任
し
て
い
た
評
定
衆
は
「
遁
世
」
に
よ
っ
て
辞
任
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
海
老
名
尚
氏
も
、
出
家
し
た
御
家
人
は
御
家
人
身
分
を
維
持
し
、
御
家
人
体

制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
、
と
指
摘
し
た

）
（（
（

。
た
だ
し
い
ず
れ
も
、
体
系
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
改
め
て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

幕
府
と
〈
出
家
入
道
〉
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
三
善
善
信
・
佐
々
木
信
綱
、
そ
し
て
安
達
時
盛
の
三
人
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
初
に
彼
ら
の

事
績
を
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
総
括
的
な
考
察
に
入
り
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
三
善
善
信
（
俗
名
康
信
、
一
一
四
〇
～
一
二
二
一
）
を
取
り
上
げ
る
。
彼
は
幕
府
要
人
の
な
か
で
最
初
の
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
。
叔
母
が
源

頼
朝
の
乳
母
で
あ
っ
た
関
係
で
、
善
信
は
流
罪
と
な
っ
た
頼
朝
に
対
し
、
月
三
度
、
京
都
の
政
治
情
勢
を
知
ら
せ
て
い
た
。
特
に
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
以
仁

王
の
挙
兵
が
失
敗
し
た
折
は
、
弟
の
康
清
を
直
接
派
遣
し
て
、
平
氏
政
権
の
動
向
を
頼
朝
に
伝
え
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
三
善
善
信
の
表

記
が
変
化
す
る
。「
散
位
康
信
」（
治
承
四
年
六
月
十
九
日
条
）、「
康
信
申
状
」（
同
二
十
四
日
条
）、「
中
宮
大
夫
属
康
信
状
」（
治
承
五
年
閏
二
月
十
九
日
条
）、

「
大
夫
属
入
道
送
状
」（
同
三
月
七
日
条
）、「
散
位
康
信
入
道
」（
養
和
元
年
八
月
二
十
六
日
条
）、「
大
夫
属
入
道
善
信
」（
養
和
二
年
二
月
八
日
条
）、「
中
宮
大
夫

属
入
道
善
信
〈
俗
名
康
信
〉」（
寿
永
三
年
四
月
十
四
日
条
）
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
善
信
は
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
閏
二
月
十
九
日
か
ら
三
月
七
日
の

間
に
出
家
し
た
こ
と
に
な
る
。

寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
四
月
、「
武
家
政
務
」
を
輔
佐
し
て
ほ
し
い
と
の
頼
朝
の
招
請
に
応
え
て
、
善
信
は
鎌
倉
に
来
着
し
た
。
つ
ま
り
三
善
善
信
は
、
鎌

倉
で
活
動
を
始
め
た
当
初
か
ら
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
月
に
問
注
所
の
担
当
を
命
じ
ら
れ
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
正
月
に
問
注
所
執

事
に
正
式
に
補
任
さ
れ
た
。
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
八
月
、
八
十
二
歳
で
死
没
す
る
三
日
前
に
問
注
所
執
事
を
息
子
の
康
俊
に
譲
っ
て
い
る
の
で
、
善
信
は
三

七
年
間
に
わ
た
っ
て
〈
出
家
入
道
〉
の
身
で
問
注
所
の
業
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
に
な
る

）
（（
（

。
そ
れ
以
外
に
も
、
斎
宮
群
行
用
途
を
御
家
人
に
割
り
振
っ
た
り
、
東
国

諸
国
の
四
天
王
像
造
立
の
指
揮
、
そ
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
の
五
重
塔
や
神
宮
寺
の
造
営
惣
奉
行
を
つ
と
め
て
い
る

）
（（
（

。

幕
府
の
発
足
当
初
か
ら
宿
老
と
し
て
重
き
を
な
し
、
文
治
五
年
の
奥
州
合
戦
で
は
「
御
留
守
事
、
所
レ
仰
二
大
夫
属
入
道
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
の
留
守

を
頼
朝
か
ら
託
さ
れ
た
し
、
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
将
軍
頼
家
に
よ
る
裁
断
を
停
止
し
て
宿
老
に
よ
る
合
議
制
に
移
行
す
る
と
、
善
信
も
そ
の
一
人
に
選
ば
れ

て
い
る
。
承
久
の
乱
で
は
病
を
お
し
て
評
議
に
参
加
し
、
即
時
出
兵
を
唱
え
て
幕
府
を
勝
利
に
導
い
た
し
、
宿
老
の
一
人
と
し
て
鎌
倉
の
留
守
を
預
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
善
信
は
〈
出
家
入
道
〉
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
一
貫
し
て
鎌
倉
幕
府
の
重
鎮
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
で
は
全
般
的
に
〈
出
家
入
道
〉
が
多
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方
面
で
活
躍
し
て
い
る
が
、
善
信
が
そ
の
先
鞭
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
大
江
広
元
と
比
べ
る
と
、
善
信
は
朝
廷
と
の
交
渉
や
文
書
発
給
で
表
に
出
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。〈
出
家
入
道
〉
の
影
響
で
あ
ろ
う

）
（（
（

。

つ
ぎ
に
、
佐
々
木
信
綱
（
一
一
八
一
～
一
二
四
二
）
は
近
江
守
護
佐
々
木
定
綱
の
四
男
で
あ
る
。
承
久
の
乱
で
一
族
の
多
く
が
京
方
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
信

綱
は
北
条
泰
時
に
属
し
て
上
洛
し
、
宇
治
川
合
戦
で
先
陣
を
と
げ
た
。
そ
の
功
に
よ
り
、
乱
後
は
近
江
守
護
と
な
っ
た
し
、
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
に
は
近

江
国
佐
々
木
・
豊
浦
・
和
邇
・
堅
田
庄
と
栗
本
北
郡
の
地
頭
職
を
得
て
い
る
。『
関
東
評
定
衆
伝
』
に
よ
れ
ば
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
正
月
九
日
に
幕
府
の

評
定
衆
に
補
任
さ
れ
た
も
の
の
、
同
年
七
月
二
十
六
日
に
「
出
家
」。
そ
の
後
も
評
定
衆
の
任
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
嘉
禎
二
年

（
一
二
三
六
）
に
「
遁
世
」
し
て
評
定
衆
を
辞
し
て
い
る

）
（（
（

。
た
だ
し
『
吾
妻
鏡
』
同
年
九
月
五
日
条
は
こ
れ
を
、「
近
江
入
道
虚
仮

辞
二
評
定
衆
一
、
俄
以
上
洛
、
是
潜
有
二
遁
世
之
企
一
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
当
に
〈
遁
世
〉
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
は

微
妙
で
あ
る
。
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
に
は
、
北
条
政
子
の
月
忌
仏
事
料
と
し
て
和
泉
国
八
田
郷
地
頭
得
分
を
高
野
山
金
剛
三

昧
院
に
寄
進
し
た
し
、
翌
年
二
月
に
も
同
国
横
山
庄
地
頭
得
分
を
寄
進
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
仁
治
二
年
六
月
八
日
に
は
幕
府
に

「
遁
世
」
を
申
請
し
、
翌
年
三
月
に
高
野
山
で
死
没
し
た
と
い
う

）
（（
（

。

以
上
、
佐
々
木
信
綱
の
事
蹟
を
概
観
し
た
が
、
史
料
に
よ
っ
て
出
家
と
遁
世
の
時
期
に
齟
齬
が
あ
る
。
そ
れ
を
整
理
し
た
の
が

表
２
で
あ
る
。
天
福
二
年
と
嘉
禎
二
年
、
そ
し
て
仁
治
二
年
に
何
ら
か
の
画
期
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
果
た
し
て
彼
の
出
家
と
遁

世
は
い
つ
な
の
か
。

ま
ず
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
幕
府
は
豊
浦
庄
の
替
と
し
て
「
前
近
江
守
信
綱
法
師
」
を
尾
張
国
長
岡
庄
地
頭
に
補
任
し
て

い
る
。
ま
た
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
に
は
「
守
護
人
近
江
入
道
虚
仮
」
に
命
じ
て
賀
茂
別
雷
社
領
で
あ
る
近
江
安
曇
河
御
厨

へ
の
守
護
使
入
部
を
停
止
さ
せ
た

）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
史
料
で
信
綱
を
「
信
綱
法
師
」「
近
江
入
道
虚
仮
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
彼
の
出
家
は
そ
れ
以
前
の
天
福
二
年
と
判
断
し
て
よ
い
。
た
だ
し
、
天
福
二
年
の
出
家
後
も
信
綱
は
評
定
衆
・
近
江
守
護
の

地
位
に
留
ま
っ
た
し
、
地
頭
に
も
補
任
さ
れ
て
い
る
。
天
福
二
年
の
出
家
は
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
。

で
は
、〈
遁
世
〉
は
い
つ
な
の
か
。『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
信
綱
が
嘉
禎
二
年
に
「
遁
世
」
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
誤

り
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、『
吾
妻
鏡
』
は
嘉
禎
二
年
の
評
定
衆
辞
任
と
突
然
の
上
洛
を
「
潜
有
二
遁
世
之
企
一
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、

表２　佐々木信綱の出家と遁世の年月日
『関東評定衆伝』  天福２年（1234）0700出家、嘉禎２年（1236）評定衆を辞し遁世
『尊 卑 分 脈』  天福２年（1234）0726出家
『佐々木系図』  嘉禎２年（1236）0716出家、仁治２年（1241）0608遁世
『吾  妻  鏡』  嘉禎２年（1236）0905評定衆を辞し上洛、密かに遁世の企て、

 仁治２年（1241）0608遁世を幕府に申請
（注） 史料表記では天福二年七月を「文暦元年七月」とする。混乱を避けるため補訂した。
 「0905」は９月５日、「0700」は７月を示す。
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「
遁
世
」
と
明
言
し
て
お
ら
ず
、
仁
治
二
年
の
申
請
を
「
遁
世
」
と
明
記
し
て
い
る
。

第
二
に
、
嘉
禎
二
年
の
「
遁
世
之
企
」
の
後
も
、
信
綱
は
な
お
近
江
守
護
・
御
家
人
・
地
頭
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
お
り
、〈
出
家
入
道
〉
の
立
場
に
変
化

は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
嘉
禎
四
年
九
月
、
幕
府
は
「
守
護
人
近
江
入
道
虚
仮
」
に
守
護
使
の
入
部
を
禁
じ
た
し
、
十
月
に
は
将
軍
頼
経
が
凱
旋
上
洛
を
し
た

帰
途
、
近
江
の
小
脇
駅
で
頼
経
に
贅
を
尽
く
し
た
供
応
を
し
て
い
る
。「
近
江
入
道
虚
仮
立
二
御
所
一
奉
レ
入
、
御
儲
結
構
無
二
比
類
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
過
剰
な

ま
で
の
接
待
を
し
て
い
る
が

）
（（
（

、
こ
れ
は
基
本
的
に
御
家
人
と
し
て
の
奉
仕
で
あ
る
。
ま
た
、
仁
治
元
年
と
翌
年
二
月
に
和
泉
国
八
田
郷
と
横
山
庄
の
地
頭
得
分
を

金
剛
三
昧
院
に
寄
進
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
が
こ
れ
ら
の
地
頭
職
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
嘉
禎
二
年
の
「
遁
世
之
企
」
に
よ
っ
て
、
信
綱
の

活
動
拠
点
が
東
国
か
ら
西
国
に
移
っ
た
も
の
の
、〈
出
家
入
道
〉
と
し
て
の
性
格
に
変
化
は
な
い
。

第
三
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
信
綱
は
仁
治
二
年
六
月
八
日
に
「
遁
世
」
を
幕
府
に
申
請
し
、「
子
孫
事
、
永
不
レ
可
レ
知
之
由
」
を
「
言
上
」
し
た
。
そ

れ
に
対
し
、
幕
府
か
ら
は
「
子
孫
之
間
事
、
不
レ
可
レ
有
二
不
審
一
、
不
便
可
レ
被
二
思
食
一
之
由
」
の
御
教
書
を
賜
り
、
翌
年
三
月
に
高
野
山
で
余
執
な
く
往
生
し

た
と
い
う

）
（（
（

。
こ
れ
は
身
の
暇
の
許
可
申
請
で
あ
り
、
幕
府
は
そ
れ
に
対
し
て
御
免
の
御
教
書
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
信
綱
は
こ
の
と
き
、
御
家
人
身

分
か
ら
離
脱
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
佐
々
木
信
綱
は
天
福
二
年
に
〈
出
家
入
道
〉
と
な
り
、
嘉
禎
二
年
の
評
定
衆
辞
任
で
活
動
拠
点
を
西
国
に
移
し
、
仁
治
二
年
の
〈
遁
世
〉

と
そ
の
御
免
に
よ
っ
て
家
督
を
譲
り
、
心
置
き
な
く
こ
の
世
の
思
い
を
断
ち
切
っ
て
高
野
山
で
往
生
を
と
げ
た
こ
と
に
な
る
。
佐
々
木
信
綱
は
活
動
事
績
が
比
較

的
豊
富
で
あ
る
し
、〈
出
家
入
道
〉
と
〈
遁
世
〉
の
段
階
差
が
明
確
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
中
世
人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
り
う
る
。

最
後
に
、
安
達
時
盛
を
と
り
あ
げ
る
。
安
達
時
盛
（
一
二
四
一
～
八
五
）
は
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
わ
ず
か
十
歳
で
、
兄
の
泰
盛
と
と
も
に
正
月
の
垸
飯

に
出
仕
し
て
、
将
軍
に
馬
を
調
進
し
た
の
が
初
見
で
あ
る
。
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
北
条
時
頼
の
死
没
に
よ
り
、
多
く
の
御
家
人
と
と
も
に
二
十
三
歳
の
若
さ

で
「
出
家
」
し
た
。
幕
府
は
出
家
を
制
止
し
、
出
家
し
た
者
は
出
仕
停
止
の
処
分
を
う
け
た
と
い
う
。
時
盛
は
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
に
評
定
衆
に
登
用
さ
れ

る
が
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
に
「
遁
世
」
し
て
評
定
衆
を
辞
任
し
、
ひ
そ
か
に
寿
福
寺
に
入
っ
た
。
そ
れ
を
咎
め
ら
れ
て
「
所
帯
収
公
」
の
処
分
を
う
け
て

い
る
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
高
野
山
で
死
没
す
る
が
、
安
達
泰
盛
な
ど
兄
弟
は
「
義
絶
」
を
理
由
に
喪
に
服
さ
な
か
っ
た
と
い
う

）
（（
（

。

安
達
時
盛
は
、
弘
長
三
年
に
「
出
家
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
所
領
を
保
持
し
て
い
た
し
、
評
定
衆
に
も
登
用
さ
れ
て
い
る
。
弘
長
三
年
の
「
出
家
」
は

〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
建
治
二
年
の
「
遁
世
」
は
、
幕
府
の
許
可
を
得
な
い
ま
ま
の
自
由
出
家
で
あ
っ
た
た
め
、
所
領
を
没
収
さ
れ
、
兄
弟
か



17 出家入道と中世社会（平）

ら
も
義
絶
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
遁
世
」
は
文
字
通
り
の
〈
遁
世
〉
で
あ
る
。
安
達
時
盛
は
佐
々
木
信
綱
と
同
様
に
、〈
出
家
入
道
〉
と
〈
遁
世
〉
の
段
階
差
が

明
確
な
事
例
で
あ
る
が
、〈
遁
世
〉
の
際
の
御
免
の
有
無
に
よ
っ
て
、
一
方
は
所
領
を
没
収
さ
れ
、
他
方
は
子
孫
へ
の
所
領
相
続
が
認
め
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
そ

の
後
の
手
厚
い
配
慮
ま
で
約
束
さ
れ
て
い
る
。
御
家
人
に
と
っ
て
幕
府
の
御
免
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　

幕
府
と
〈
出
家
入
道
〉

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
、
幕
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
職
と
〈
出
家
入
道
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
第
一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
将
軍

で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
・
室
町
幕
府
を
通
じ
て
〈
出
家
入
道
〉
の
将
軍
は
い
な
い
。
九
条
頼
経
や
足
利
義
満
・
義
持
・
義
政
は
将
軍
を
辞
し
た
後
に
出
家
し
て
お

り
、
在
任
中
に
〈
出
家
入
道
〉
し
た
将
軍
は
い
な
い
。
征
夷
大
将
軍
の
職
が
令
外
官
と
は
い
え
、
朝
廷
官
職
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

足
利
義
満
は
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
十
二
月
に
将
軍
職
を
義
持
に
譲
っ
て
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
翌
二
年
六
月
に
は
太
政
大
臣
を
辞
し
て
三
十
八
歳

で
出
家
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
出
家
は
〈
遁
世
〉
で
は
な
く
、〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
。
出
家
し
た
後
も
政
道
の
裁
決
や
参
内
は
従
来
通
り
行
っ
た
し
、
自
ら

を
法
皇
に
擬
し
て
政
界
に
君
臨
し
た
。
応
永
の
乱
（
一
三
九
九
年
）
で
は
大
内
義
弘
を
討
っ
て
権
力
基
盤
を
固
め
た
し
、
明
と
の
国
交
を
開
い
た
折
に
は
「
日
本

准
三
后
道
義
」
と
外
交
文
書
に
出
家
名
を
記
し
て
い
る

）
（（
（

。
明
は
出
家
者
を
「
日
本
国
王
」
に
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
に
宋
か

ら
、「
日
本
国
王
」
と
「
日
本
国
太
政
大
臣
」
に
供
物
を
送
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
後
白
河
法
皇
と
入
道
相
国
平
清
盛
の
二
人
が
返
牒
を
送
っ
て
い
る

）
（（
（

。

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、〈
出
家
入
道
〉
が
「
日
本
国
王
」
と
し
て
外
交
の
前
面
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
は
、
鎌
倉
幕
府
の
執
権
・
連
署
、
そ
し
て
室
町
幕
府
の
執
事
・
管
領
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
執
権
・
連
署
は
確
認
で
き
な
い
。
執
権

に
つ
い
て
い
え
ば
、
執
権
の
辞
任
と
出
家
が
連
動
し
て
い
る
事
例
が
多
い
。
北
条
時
頼
は
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
十
一
月
二
十
二
日
に
執
権
を
辞
し
て
翌
日
出

家
し
た
し
、
北
条
貞
時
も
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
八
月
二
十
二
日
に
執
権
を
辞
し
て
翌
日
出
家
し
て
い
る
。
北
条
高
時
は
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
三
月
十

三
日
に
出
家
し
て
執
権
を
退
い
た
。
ま
た
、
同
年
三
月
十
六
日
に
執
権
に
就
任
し
た
金
沢
貞
顕
は
、
幕
府
内
の
権
力
抗
争
の
あ
お
り
で
三
月
二
十
六
日
に
執
権
を

辞
任
し
て
出
家
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
の
執
権
は
、
執
権
を
辞
し
て
出
家
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
出
家
は
、〈
遁
世
〉
で
は
な
い
。
家
督
を
保
持
し
た

ま
ま
の
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
。
北
条
時
頼
は
出
家
後
の
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
勝
長
寿
院
の
再
建
で
は
本
堂
の
造
営
雑
掌
と
な
っ
た
し
、
将
軍
宗
尊
の
昼
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番
衆
の
選
任
も
時
頼
と
の
緊
密
な
協
議
の
う
え
で
決
定
さ
れ
て
お
り
、「
相
州（
北
条
時
頼
）

禅
室
御
所
」
で
は
幕
政
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
北
条
貞

時
も
出
家
後
に
「
自
二

殿
（
北
条
貞
時
）
中
一
、
賜
二
権
僧
正
御
挙
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幕
府
僧
元
瑜
を
権
僧
正
に
補
任
す
る
よ
う
朝
廷
に
吹
挙
し
た
し
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇

三
）
に
は
円
覚
寺
制
符
を
定
め
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、
高
時
な
ど
何
人
か
の
子
ど
も
を
も
う
け
て
お
り
、
出
家
後
も
性
関
係
は
維
持
し
て
い
る
。
貞
時
の
子
で
あ
る
北

条
高
時
も
出
家
後
に
子
ど
も
を
も
う
け
た
し
、
円
覚
寺
制
符
を
定
め
た
り
、
禅
寺
の
住
持
を
補
任
す
る
公
帖
を
発
給
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
北
条
得
宗
は
出
家

に
よ
っ
て
執
権
を
辞
し
た
が
、
そ
の
後
も
〈
出
家
入
道
〉
と
し
て
幕
政
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
。
そ
し
て
朝
廷
と
同
様
、
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
も
〈
出
家
入
道
〉

の
居
宅
で
幕
政
の
最
高
審
理
機
関
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
に
連
署
で
あ
る
が
、
連
署
の
場
合
も
辞
任
と
出
家
が
連
動
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
条
重
時
は
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
三
月
十
一
日
、
五
十
九
歳
で
出

家
す
る
と
同
時
に
連
署
を
辞
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
出
家
も
〈
遁
世
〉
で
は
な
く
、〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
。
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）、
正
嘉
二
年
（
一
二
五

八
）、
正
元
二
年
（
一
二
六
〇
）、
文
応
二
年
（
一
二
六
一
）
の
各
正
月
に
は
幕
府
の
垸
飯
を
つ
と
め
た
し
、
正
嘉
元
年
に
は
勝
長
寿
院
五
仏
堂
の
造
営
雑
掌
と

な
っ
て
お
り
、
出
家
後
も
幕
府
の
重
鎮
と
い
う
立
場
に
変
化
は
な
い

）
（（
（

。『
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
十
一
月
三
日
条
の
重
時
死
没
記
事
に
は
「
自
二
発

病
之
始
一
、
抛
二
万
事
一
、
一
心
念
仏
、
住
二
正
念
一
取
レ
終
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
重
時
が
〈
出
家
入
道
〉
か
ら
〈
遁
世
〉
に
移
行
し
た
の
は
、
早
く
て
も
同
年
六
月

一
日
の
発
病
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
重
時
は
そ
の
家
訓
で
、
六
十
歳
に
な
れ
ば
出
家
し
て
こ
の
世
の
こ
と
は
思
い
切
れ
と
語
っ
た
が
、
彼
が
実
際
に
現
世
の

こ
と
を
断
ち
切
っ
た
の
は
、
六
十
四
歳
で
死
没
す
る
わ
ず
か
五
ケ
月
前
、
出
家
か
ら
五
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

執
権
に
せ
よ
、
連
署
に
せ
よ
、
出
家
後
で
あ
っ
て
も
幕
政
に
大
き
な
力
を
保
持
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
執
権
・
連
署
を
辞
し
て
出
家
し
た
の

は
、〈
出
家
入
道
〉
が
執
権
・
連
署
を
つ
と
め
る
こ
と
に
憚
り
の
意
識
が
働
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
執
権
・
連
署
は
幕
府
独
自
の
役
職
で
あ
る
た
め
、〈
出
家
入

道
〉
の
執
権
・
連
署
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
幕
府
の
裁
量
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
れ
を
憚
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
執
権
・
連
署
が
相
模
守
・
武
蔵
守
な
ど

の
朝
廷
官
職
を
帯
び
る
の
が
常
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
六
波
羅
探
題
や
鎮
西
探
題
に
も
、〈
出
家
入
道
〉
が
確
認
で
き
な

い
。
執
権
・
連
署
・
六
波
羅
探
題
・
鎮
西
探
題
は
い
ず
れ
も
北
条
氏
一
門
が
独
占
し
て
い
た
役
職
で
あ
る
。
幕
府
の
要
職
の
な
か
で
、〈
出
家
入
道
〉
が
存
在
し

な
い
の
は
、
将
軍
職
と
こ
れ
ら
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、〈
出
家
入
道
〉
に
執
権
・
連
署
・
探
題
に
就
か
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
職
と
他
の
幕

府
諸
職
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
操
作
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
役
職
の
重
み
と
権
威
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

鎌
倉
幕
府
の
執
権
・
連
署
に
〈
出
家
入
道
〉
が
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
室
町
幕
府
で
は
、
斯
波
義
将
を
は
じ
め
畠
山
基
国
・
斯
波
義
重
・
細
川
満
元
・
畠
山
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満
家
・
畠
山
持
国
な
ど
、〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
仁
木
頼
章
が
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
五
月
に
出
家
し
て
執
事
を
辞
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
細
川
頼
之
も
康
暦
の
政
変
で
管
領
を
解
任
さ
れ
て
出
家
・
没
落
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
も
当
初
は
、〈
出
家
入
道
〉
が
管

領
・
執
事
に
在
任
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
に
細
川
頼
元
が
管
領
に
就
任
す
る
が
、
小
川
信
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
実

質
的
に
は
細
川
頼
之
が
管
領
に
復
帰
し
た
も
の
で
あ
り
、
頼
之
が
法
体
の
た
め
、
形
式
的
に
息
子
の
頼
元
を
補
任
し
た
も
の
と
い
う
。
同
様
に
貞
治
元
年
（
一
三

六
二
）
の
斯
波
義
将
の
執
事
就
任
も
、
父
の
斯
波
高
経
が
法
体
で
あ
っ
た
た
め
、
十
三
歳
の
義
将
を
形
の
上
で
執
事
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
十
四

世
紀
末
ま
で
は
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
も
〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
抵
抗
感
を
払
拭
し
た
の
が
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
六
月
の
足
利
義
満
の
出
家
と
、
翌
月
の
斯
波
義
将
の
出
家
で
あ
る

）
（（
（

。
第
一
に
、
室
町
幕
府
の
執

事
・
管
領
の
な
か
で
、
斯
波
義
将
は
最
初
の
〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
で
あ
る
。
第
二
に
、
義
将
の
出
家
は
本
人
の
自
発
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
出
家
は

形
式
的
に
は
義
満
と
の
同
心
出
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
義
満
の
勘
気
を
恐
れ
て
多
く
の
公
家
・
武
家
が
出
家
し
て
い
る
。
満
仁
親
王
は
出
家
を
考
え
て
も

い
な
か
っ
た
が
、
義
満
か
ら
「
法
名
を
ど
う
す
る
か
」
と
尋
ね
ら
れ
て
、
や
む
な
く
出
家
し
た
し
、
管
領
義
将
の
場
合
も
「
不
レ
及
二
辞
退
一
、
無
二
左
右
一
落
飾
、

（
中
略
）
但
彼
気
色
無
レ
所
レ
遁
歟
」
と
あ
り

）
（（
（

、
決
し
て
自
発
的
な
出
家
で
は
な
か
っ
た
。

第
三
は
出
家
と
政
務
に
関
す
る
義
満
の
意
識
で
あ
る
。
義
満
は
、
自
分
の
出
家
後
も
政
務
は
従
来
通
り
行
う
と
言
明
し
て
お
り
、
当
初
は
文
書
の
署
名
も
俗
名

を
使
っ
た
。
そ
の
上
、
出
家
し
た
義
将
を
右
衛
門
督
・
正
四
位
下
に
叙
任
す
る
と
い
う
違
例
の
こ
と
ま
で
行
っ
た
し
、
万
里
小
路
嗣
房
と
広
橋
仲
光
の
二
人
に
つ

い
て
は
応
永
三
年
十
月
の
出
家
後
も
伝
奏
に
在
任
さ
せ
て
い
る

）
（（
（

。
と
す
れ
ば
出
家
し
た
義
将
に
、
引
き
続
き
管
領
を
つ
と
め
さ
せ
た
の
も
、
義
満
の
意
志
と
考
え

て
よ
い
。
斯
波
義
将
の
出
家
も
、
そ
し
て
出
家
後
に
義
将
が
管
領
の
職
務
を
継
続
す
る
こ
と
も
、
す
べ
て
義
満
の
主
導
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、〈
出
家
入

道
〉
の
管
領
は
足
利
義
満
の
意
志
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
結
論
し
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
皮
切
り
に
、〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
が
常
態
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

探
題
お
よ
び
侍
所
頭
人
も
室
町
幕
府
で
は
〈
出
家
入
道
〉
が
就
任
・
在
任
し
て
い
る
。
九
州
探
題
（
鎮
西
管
領
）
は
初
代
の
一
色
範
氏
が
建
武
三
年
（
一
三
三

六
）
の
当
初
か
ら
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
。
今
川
了
俊
は
将
軍
義
詮
の
死
で
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
に
出
家
し
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
九
州
探
題
に
補
任
さ

れ
て
い
る
。
渋
川
満
頼
も
在
任
中
の
応
永
十
三
年
八
月
に
出
家
し
た
が
、
そ
の
後
も
応
永
二
十
五
年
ま
で
九
州
探
題
の
職
に
留
ま
っ
て
い
る

）
（（
（

。
侍
所
頭
人
に
つ
い

て
は
赤
松
義
則
の
事
例
が
あ
る
。
応
永
六
年
十
一
月
、
足
利
義
満
は
大
内
義
弘
を
討
つ
た
め
東
寺
に
本
陣
を
構
え
た
が
（
応
永
の
乱
）、
そ
の
際
、
山
城
国
植
松

庄
を
東
寺
に
返
付
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
管
領
畠
山
基
国
は
「
赤
松
上
総
入（

義
則
）道
」
に
そ
の
遵
行
を
命
じ
、
そ
れ
を
う
け
て
侍
所
頭
人
赤
松
義
則
は
「
沙
弥
」
の
署
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判
で
、
所
司
代
「
浦
上
美
濃
入
道
」
に
現
地
の
沙
汰
付
を
命
じ
て
い
る

）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
室
町
幕
府
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
探
題
・
侍
所
頭
人
が
就
任
・
在
任
し
て

い
る
。

第
三
に
、
鎌
倉
・
室
町
幕
府
の
役
職
の
う
ち
、
御
家
人
が
就
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
基
本
的
に
〈
出
家
入
道
〉
の
就
任
・
在
任
が
認
め
ら
れ
た
。
三
善
善
信

が
鎌
倉
来
着
当
初
か
ら
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
問
注
所
執
事
・
政
所
執
事
・
評
定
衆
・
引
付
衆
に
〈
出
家
入
道
〉
は
数
多
い
。
文
永
二
年
（
一

二
六
五
）
に
は
、
評
定
衆
一
二
名
の
う
ち
〈
出
家
入
道
〉
が
七
名
と
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
評
定
衆
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
承
久
の
乱
の
際
に
鎌

倉
に
留
ま
っ
て
指
揮
を
と
っ
た
「
宿
老
」
一
五
名
の
う
ち
一
一
名
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
ま
た
、
六
波
羅
評
定
衆
・
鎮
西
評
定
衆
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が

多
い
。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
六
波
羅
評
定
衆
一
四
名
の
う
ち
に
「
小
笠
原
十
郎
入
道
」「
小
笠
原
孫
二
郎
入
道
」「
出
雲
二
郎
左
衛
門
入
道
」
の
名
が
み
え

る
し
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
の
鎮
西
評
定
衆
一
〇
名
の
う
ち
〈
出
家
入
道
〉
は
八
名
に
及
ん
で
い
る

）
（（
（

。
鎌
倉
は
も
と
よ
り
、
六
波
羅
・
鎮
西
に
お
い
て
も
、

執
権
・
探
題
を
〈
出
家
入
道
〉
の
評
定
衆
が
支
え
て
い
た
。

鎌
倉
幕
府
か
ら
朝
廷
に
派
遣
さ
れ
た
東
使
は
、
政
治
的
に
重
要
な
任
務
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
〈
出
家
入
道
〉
の
東
使
が
多
い
。
判
官
入
道
行
一

（
二
階
堂
行
忠
）
と
城
四
郎
左
衛
門
入
道
道
洪
（
安
達
時
盛
）
は
文
永
三
年
七
月
、
東
使
と
し
て
惟
康
親
王
の
将
軍
擁
立
を
朝
廷
に
申
し
入
れ
て
い
る
し
、
弘
安

十
一
年
（
一
二
八
八
）
正
月
に
は
東
使
「
伊
勢
入（

二
階
堂
盛
綱
）

道
行
覚
」
が
墨
染
め
の
衣
と
袴
姿
で
関
東
申
次
・
西
園
寺
実
兼
と
対
面
し
て
お
り
、
そ
の
引
導
役
を
西
園
寺

家
司
の
沙
弥
観
証
が
つ
と
め
た
。
そ
し
て
行
覚
は
後
深
草
院
政
の
基
本
方
針
に
関
し
、
幕
府
の
意
向
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
閏
七

月
、
延
暦
寺
の
園
城
寺
焼
き
討
ち
、
東
大
寺
の
神
輿
入
洛
、
石
清
水
神
人
の
嗷
訴
な
ど
の
寺
社
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
東
使
・
行
海
（
二
階
堂
政
雄
）
と
賢
観

（
佐
々
木
宗
氏
）
が
寺
社
統
制
の
施
策
を
後
宇
多
法
皇
に
奏
聞
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
二
階
堂
行（

行
貞
）暁
や
二
階
堂
道（
貞
藤
）蘊
な
ど
〈
出
家
入
道
〉
の
東
使
は
多
い

）
（（
（

。

こ
の
ほ
か
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
も
〈
出
家
入
道
〉
の
奉
行
人
は
膨
大
に
存
す
る
。

第
四
に
、
守
護
に
も
〈
出
家
入
道
〉
は
数
多
い
。
佐
々
木
信
綱
は
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
に
出
家
し
た
が
出
家
後
も
近
江
守
護
で
あ
っ
た
。
文
永
十
年
（
一

二
七
三
）
鎌
倉
幕
府
は
「
沙（

覚
恵
）弥
」
に
対
し
、「
豊
前
・
筑
前
・
肥
前
・
壱
岐
・
対
馬
等
国
々
」
の
悪
党
取
り
締
ま
り
を
命
じ
て
お
り
、
沙
弥
覚
恵
（
少
弐
資
能
）

が
こ
の
五
ケ
国
の
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、
薩
摩
延
時
文
書
に
よ
れ
ば
、

京
都
大
番
勤
仕
事
、
御
教
書
案
文
遣
レ
之
、
早
任
下
被
二
仰
下
一
之
旨
上
、
可
レ
被
二
参
勤
一
候
、
但
寄
二
事
於
老
耄
出
家
一
、
被
レ
立
二
代
官
一
事
、
御
誡
候
也
、

可
レ
被
レ
存
二
其
旨
一
之
状
如
レ
件
、



21 出家入道と中世社会（平）

　
　
　

弘
長
二
年
八
月
十
一
日　
　
　

沙（
道
仏
）弥
（
花
押
）

　

薩
摩
郡

（
マ
マ
）平
三
郎
殿

と
あ
る
。
こ
れ
は
薩
摩
守
護
で
あ
る
島
津
忠
時
（
法
名
道
仏
）
が
京
都
大
番
役
の
参
勤
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
御
家
人
に
宛
て
た
同
日
・
同
文
の
文
書
が

さ
ら
に
四
通
現
存
し
て
い
る

）
（（
（

。
こ
れ
ら
か
ら
し
て
〈
出
家
入
道
〉
の
守
護
が
い
た
こ
と
、
お
よ
び
彼
ら
が
守
護
の
職
責
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
五
に
、〈
出
家
入
道
〉
の
地
頭
も
数
多
い
。
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
に
は
、「
沙
弥
善
信
」
を
備
後
国
大
田
庄
地
頭
職
に
補
任
し
た
前
右
大
将
家
〈
源
頼
朝
〉

政
所
下
文
が
出
て
い
る
。〈
出
家
入
道
〉
を
地
頭
に
任
じ
た
も
の
だ
が
、
三
善
善
信
は
こ
れ
以
後
、
死
没
す
る
ま
で
「
廿
六
ケ
年
」
に
わ
た
っ
て
大
田
庄
を
知
行
し

た
）
（（
（

。
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
安
芸
国
沼
田
本
庄
の
検
注
目
録
で
は
「
惣
地
頭
沙
弥
」
が
署
判
し
て
い
る
し
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
豊
後
国
大
田
文
に
は
、

地
頭
と
し
て
「
日
田
弥
三
郎
永
基
法
師
〈
法
名
法
基
〉」「
大
友
兵
庫
頭
入（

頼
泰
）道
」「
竹
田
津
兵
衛
尉
惟
長
法
師
法
名
蓮
仏
」「
亀
谷
刑
部
大（
仲
能
）輔
入
道
」「
三（
秋
田
城
介
宗
景
）

浦
入
道
」

「
牧
三
郎
惟
行
法
師
〈
法
名
念
照
〉」「
賀
来
五
郎
惟
家
法
師
〈
法
名
〉
願
蓮
」「
古
後
右
衛
門
尉
通
重
法
師
〈
法
名
心
源
〉」
な
ど
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る

）
（（
（

。

ち
な
み
に
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
薩
摩
国
分
寺
は
、「
守
護
代
沙
弥
西
念
」
が
使
者
を
神
領
に
入
部
さ
せ
た
と
非
難
し
て
い
る
し
、
文
永
十
年
（
一
二
七

三
）
大
隅
国
の
「
守
護
代
沙
弥
浄
念
」
が
挙
状
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
に
は
伊
賀
の
守
護
使
で
あ
る
「
沙
弥
持（

服
部
）法
」
が
請
文
を
提
出

し
て
お
り
、
守
護
代
に
も
守
護
使
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

）
（（
（

。
同
様
に
、
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
筑
前
国
野
坂
庄
で
は
「
惣
地
頭
代
沙

弥
」
が
名
主
職
の
連
署
補
任
状
に
花
押
を
す
え
て
い
る
し
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
美
濃
国
茜
部
庄
の
和
与
状
に
は
「
地
頭
代
沙
弥
迎
蓮
」
が
署
判
し
て
お

り
）
（（
（

、
地
頭
代
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
。

ま
た
、
北
条
氏
や
有
力
御
家
人
の
家
令
・
奉
行
人
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
み
え
る
。
仁
治
三
年
に
は
「
沙
弥
盛
阿
」
が
北
条
経
時
の
奉
書
を
発
給
し
て
い
る

し
、
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
に
は
「
沙
弥
重（

高
重
氏
）円」
が
足
利
家
時
の
奉
書
を
出
し
た
。
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
若
狭
国
に
異
国
降
伏
祈
禱
を
命
じ
る
得
宗
北
条

貞
時
の
公
文
所
奉
書
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
を
奉
じ
た
奉
行
人
三
名
の
う
ち
の
一
人
が
「
沙
弥
」
で
あ
っ
た

）
（（
（

。

第
三
節　
〈
出
家
入
道
〉
と
御
家
人
役

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
に
は
数
多
く
の
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
。
彼
ら
は
出
家
し
て
い
る
と
は
い
え
、
家
督
を
保
持
し
て
い
る
以
上
、
御
家
人
役
の
負
担
を
免

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。
御
家
人
役
は
有
事
の
際
の
軍
役
と
、
平
時
に
お
け
る
大
番
役
、
お
よ
び
経
済
的
負
担
で
あ
る
関
東
御
公
事
か
ら
成
る
が

）
（（
（

、〈
出
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家
入
道
〉
が
そ
れ
ら
を
担
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。

  

ま
ず
軍
役
に
つ
い
て
。
加
藤
景
員
は
石
橋
山
合
戦
の
敗
北
で
出
家
す
る
が
、
そ
の
四
年
後
の
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）、
平
家
残
党
に
よ
る
三
日
平
氏
の
乱
が

起
き
る
と
、
源
頼
朝
は
「
加
藤
五
景
員
入
道
父
子
」
と
大
内
惟
義
に
そ
の
討
伐
を
命
じ
た

）
（（
（

。
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
豊
後
国
御
家
人
で
あ
る
「
都
甲
左
衛
門
五

郎
大
神
惟
親
法
師
〈
法
名
寂
妙
〉」
は
、「
肥
前
国
鷹
嶋
蒙
古
合
戦
」
で
華
々
し
い
軍
忠
を
挙
げ
た
と
し
て
恩
賞
を
求
め
た
し
、
鎌
倉
末
、
正
中
の
変
が
露
見
す
る

と
、「
豊
後
国
御
家
人
都
甲
四
郎
入
道
妙
仏
」
が
幕
府
の
招
集
に
よ
っ
て
博
多
に
参
陣
し
、
同
じ
く
「
肥
前
国
御
家
人
大
河
□（

孫
）三
郎
入
道
幸
蓮
」
も
著
到
状
を
提

出
し
て
い
る

）
（（
（

。

次
に
大
番
役
。
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
ご
ろ
「
沙
弥
道
証
」
は
、「
重
代
御
家
人
」
と
し
て
京
都
大
番
役
を
勤
仕
せ
よ
と
の
守
護
の
催
促
を
諒
承
し
て
い
る

し
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
豊
後
の
「
加
治
豊
後
左
衛
門
入
道
」
は
、「
武
蔵
番
」
に
加
わ
っ
て
京
都
大
番
役
を
勤
仕
す
る
よ
う
、
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た

）
（（（
（

。

ま
た
、
宝
治
合
戦
後
、
幕
府
は
京
都
大
番
役
勤
仕
の
結
番
を
有
力
御
家
人
二
三
名
に
割
り
振
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
ケ
月
だ
け
「
在
洛
警
巡
」
を
行
う
よ
う
定
め
た

が
、
そ
の
御
家
人
の
な
か
に
「
十
九
番　

足
立
左
馬
頭
入
道
」「
廿
一
番　

信
濃
民（

二
階
堂
行
盛
）

部
大
夫
入
道
」
と
、
二
人
の
〈
出
家
入
道
〉
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る

）
（（（
（

。
こ
の

よ
う
に
〈
出
家
入
道
〉
も
大
番
役
を
勤
仕
し
た
。

経
済
的
な
負
担
。
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
延
暦
寺
が
園
城
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
と
こ
ろ
、
鎌
倉
幕
府
は
全
面
的
に
支
援
し
て
園
城
寺
の
再
建
を
果
た
す
。
そ

の
と
き
幕
府
は
大
内
惟
義
を
再
建
の
惣
奉
行
と
し
、「
宇
都
宮
入
道
蓮（

頼
綱
）生
」
た
ち
一
八
名
を
「
雑
掌
」
に
任
じ
て
堂
舎
の
再
建
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
宇
都

宮
入
道
頼
綱
は
山
王
社
と
拝
殿
の
造
営
を
担
当
し
て
い
る

）
（（（
（

。
ま
た
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
に
閑
院
内
裏
が
焼
亡
す
る
と
幕
府
は
内
裏
造
進
を
朝
廷
に
申
し
入

れ
、
翌
年
二
月
に
造
営
雑
掌
二
五
〇
名
余
り
の
交
名
と
そ
の
担
当
箇
所
を
朝
廷
に
伝
え
た
。
そ
れ
を
み
る
と
、「
足
利
左
馬
頭
入（

義
氏
）道
」「
上
野（
結
城
朝
光
）

入
道
」、「
宇
津
宮

入（
頼
綱
）道
」「
信
濃
民（
二
階
堂
行
盛
）

部
入
道
」「
周
防
前（
藤
原
親
実
）

司
入
道
」「
那
珂
左
衛
門
入（
景
通
）道
」「
伊
賀
式
部
入（
光
宗
）道
」
の
よ
う
に
、
三
〇
名
近
く
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
。
さ
ら
に
建
治
三

年
（
一
二
七
七
）
伊
豆
走
湯
山
の
造
営
役
を
、「
莫
禰
兵
衛
入
道
・
市
来
入
道
」
ら
が
対
捍
し
て
い
る
と
し
て
、
幕
府
が
そ
の
「
催
沙
汰
」
を
薩
摩
守
護
に
命
じ

て
い
る

）
（（（
（

。
関
東
御
公
事
の
負
担
基
準
が
所
領
内
の
公
田
で
あ
る
以
上
、
そ
の
所
領
の
知
行
者
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
役
負
担
が
求
め
ら

れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
の
検
討
結
果
を
小
括
し
て
お
こ
う
。
①
鎌
倉
・
室
町
幕
府
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
将
軍
は
い
な
い
。
②
鎌
倉
幕
府
の
執
権
・
連
署
・
探
題
に
も

〈
出
家
入
道
〉
は
い
な
い
。
③
室
町
幕
府
も
当
初
は
〈
出
家
入
道
〉
の
執
事
・
管
領
が
い
な
か
っ
た
が
、
足
利
義
満
の
意
向
で
〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
が
誕
生
し
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た
。
ま
た
、
探
題
や
侍
所
頭
人
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
就
任
し
て
い
る
。
④
三
善
善
信
が
鎌
倉
に
来
着
し
た
当
初
か
ら
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

評
定
衆
や
政
所
執
事
・
問
注
所
執
事
、
東
使
に
は
〈
出
家
入
道
〉
が
数
多
い
。
六
波
羅
・
鎮
西
の
評
定
衆
に
も
多
く
の
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
。
⑤
〈
出
家
入

道
〉
の
守
護
・
地
頭
は
数
多
く
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
〈
出
家
入
道
〉
の
身
で
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
る
。
⑥
〈
出
家
入
道
〉
の
御
家
人
は
軍
役
や
大
番
役
・
関

東
御
公
事
の
御
家
人
役
を
負
担
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
も
室
町
幕
府
も
、
数
多
く
の
〈
出
家
入
道
〉
を
必
須
の
構
成
員
と
す
る
組
織
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
は
天
皇
・
摂
関
、
将

軍
・
執
権
が
在
任
中
に
出
家
す
る
こ
と
に
は
、
中
世
に
お
い
て
も
憚
り
の
意
識
が
非
常
に
強
い
。
そ
の
た
め
中
世
で
は
、
朝
廷
で
あ
れ
、
幕
府
で
あ
れ
、
権
勢
者

の
出
家
を
機
に
制
度
上
の
最
高
権
力
者
と
実
際
の
最
高
権
力
者
と
が
乖
離
す
る
事
態
が
し
ば
し
ば
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。〈
出
家
入
道
〉
の
誕
生
に
よ
っ
て
、

中
世
の
最
高
権
力
が
政
治
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
に
所
在
す
る
事
態
が
頻
繁
に
生
じ
た
。
こ
れ
は
権
勢
者
に
と
っ
て
は
桎
梏
で
も
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
彼
ら
に
、
先

例
・
伝
統
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
政
治
的
環
境
を
付
与
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
浄
土
教
は
日
本
中
世
の
政
治
史
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

第
五
章　

民
衆
と
〈
出
家
入
道
〉

第
一
節　
〈
出
家
入
道
〉
の
民
衆
へ
の
広
が
り

〈
出
家
入
道
〉
は
民
衆
の
世
界
に
も
及
ん
で
い
る
。
名
主
・
名
主
代
・
沙
汰
人
・
番
頭
・
作
人
・
下
作
人
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
事
例
は
数
多
い
し
、
神

人
・
医
師
・
梶
取
・
大
工
・
鍛
冶
・
仏
師
・
絵
解
・
茶
商
人
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
。

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
若
狭
国
太
良
庄
の
預
所
は
「
沙
弥
乗
蓮
」
を
末
武
名
主
職
に
補
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
豊
前
の
丹
波
有

光
が
田
畠
屋
敷
に
関
す
る
紛
失
状
を
作
成
し
た
時
、
在
地
随
近
の
者
一
九
名
が
署
判
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
重
吉
名
主
沙
弥
釈
円
」「
釘
丸
名
主
沙
弥
直

阿
」「
五
郎
丸
名
主
沙
弥
仏
重
」「
千
与
丸
名
主
沙
弥
行
西
」「
全
王
名
主
沙
弥
教
法
」「
乗
勢
名（

主
脱
カ
）代藤
三
入
道
」「
守
宗
名
主
代
左
藤
入
道
」
な
ど
が
署
名
し
て
お

り
、〈
出
家
入
道
〉
の
名
主
・
名
主
代
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
（（（
（

。

山
城
国
真
幡
木
庄
で
は
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
女
御
田
の
坪
付
に
「
沙
汰
人
沙
弥
教
観
」
が
署
判
し
て
い
る
し
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
の
摂
津
長
洲

御
厨
代
官
沙
汰
人
等
連
署
起
請
文
で
は
、
名
前
が
記
さ
れ
た
番
頭
一
五
名
の
う
ち
一
〇
名
が
「
沙
弥
実
道
」「
沙
弥
了
円
」「
沙
弥
妙
道
」
の
よ
う
に
〈
出
家
入
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道
〉
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
に
は
、「
沙
弥
観
心
」
が
相
伝
の
作
人
職
を
売
却
し
て
い
る
し
、
永
仁
四
年
に
は
「
沙
弥
乗
戒
」
が
相
伝
の
下
作
職

を
売
却
し
て
お
り
、
山
城
国
拝
師
庄
に
も
「
作
人
釈
迦
次
郎
入
道
」
が
み
え
る

）
（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、〈
出
家
入
道
〉
の
沙
汰
人
・
番
頭
・
作
人
・
下
作
人
が
い
た
。

神
人
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
俗
人
で
あ
る
が
、
石
清
水
八
幡
宮
の
「
御
馬
副
神
人
沙
弥
西
道
」
が
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
に
下
司
職
と
名
田
畠
の
返
却
を
求

め
て
い
る
。
ま
た
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
に
は
加
賀
白
山
の
水
引
神
人
二
〇
名
が
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
署
名
者
に
「
右
馬
三
郎
入
道
」「
化

三
郎
入
道
」「
四
郎
次
郎
入
道
」
が
み
え
る

）
（（（
（

。
医
師
も
俗
人
が
多
い
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
「
医
師
行
蓮
」
が
吉
凶
を
め
ぐ
っ
て
幕
府
陰
陽
師
と
論
争
し
た

し
、『
沙
石
集
』
に
は
餅
が
好
物
の
医
師
入
道
が
登
場
す
る
。『
頓
医
抄
』
を
著
し
た
梶
原
性
全
は
中
世
を
代
表
す
る
医
師
で
あ
る
し
、
金
沢
文
庫
古
文
書
に
は

「
し（

浄

観

）

や
う
く
わ
ん
と
申
候
ほ（

法

師

）

う
し
く（

医

師

）

す
し
」
が
み
え
、『
満
済
准
后
日
記
』
に
は
「
医
師
両
人
、
桂
音
〈
僧
〉、
大
蔵
〈
遁
世
者
歟
〉」
が
参
上
し
た
と
あ
る

）
（（（
（

。
ま

た
、「
梶
取
沙
弥
正
珍
」「
梶
取
沙
弥
願
仏
」「
建
長
寺
大
工
沙
弥
善
心
」「
大
工
沙
弥
西
念
」「
鍛
冶
沙
弥
西
念
」「
仏
師
沙
弥
蓮
願
」「
藤
次
入
道
絵
説
」
の
よ
う

に
、
梶
取
・
大
工
・
鍛
冶
・
仏
師
・
絵
解
に
も
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た
し
、「
沙
弥
浄
音
」
は
東
寺
南
大
門
前
の
「
茶
商
人
」
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。

売
買
相
伝
の
対
象
と
な
っ
た
奴
婢
下
人
に
つ
い
て
は
俗
人
が
普
通
で
あ
る
が
、〈
出
家
入
道
〉
も
予
想
以
上
に
目
に
つ
く
。
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
興
慶
の

譲
状
に
よ
れ
ば
「
下
人
松
法
師
〈
此
法
師
者
三
代
相
伝
下
人
也
〉」
と
あ
り
、「
松
法
師
」
と
い
う
三
代
相
伝
の
奴
婢
を
譲
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
正
安
元
年

（
一
二
九
九
）
紀
伊
国
隅
田
の
願
心
は
孫
た
ち
に
譲
与
す
べ
き
下
人
と
し
て
、「
巧
心
」「
庄
司
入
道
〈
木
原
〉」「
随
連
」「
随
妙
」「
衛
門
入
道
」「
随
教
」「
五
藤

次
入
道
」「
備
後
尼
」「
新
太
郎
庄
司
入
道
」「
西
蓮
」
た
ち
の
名
を
挙
げ
て
い
る
し
、
同
じ
く
隅
田
の
沙
弥
信
教
は
「
十
郎
入
道
、
同
子
息
等
、
源
藤
次
入
道
、

同
子
」
や
「
弥
六
入
道
か
子
孫
」「
弥
平
次
入
道
か
子
息
」
な
ど
の
下
人
を
譲
っ
て
い
る
。
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
道
済
法
眼
の
処
分
状
で
も
「
下
人
字
法
乗

法
師
」
が
譲
ら
れ
て
い
る
し
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
祇
園
感
神
院
の
顕
舜
は
「
千
法
師
丸
、
同
子
息
法
師
、
円
実
、
同
子
息
」
や
「
観
喜
法
師
」「
千
法
師

丸
二
男
」
な
ど
の
下
人
を
譲
り
、
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
長
種
慶
算
も
「
袈
裟
法
師
」「
同
憑
童
仏
念
」
を
譲
っ
た

）
（（（
（

。

〈
出
家
入
道
〉
は
被
差
別
民
の
世
界
に
ま
で
及
ん
だ
。「
散
所
亀
鶴
法
師
」「
東
寺
散
所
藤
次
入
道
」「
散
所
長
者
亀
菊
法
師
」「
散
所
大
蔵
法
師
」
や
「
今
小
路

散
所
熊
石
法
師
」
の
よ
う
に
、
東
寺
を
は
じ
め
と
す
る
散
所
法
師
は
僧
形
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。
ま
た
、
寛
元
二
年
の
奈
良
坂
非
人
陳
状
に
よ
れ
ば
、
清
水
寺
坂
非
人
の
前

長
吏
法
師
の
下
座
に
「
阿
弥
陀
法
師
、
筑
前
法
師
、
久
奴
島
之
河
内
法
師
、
山
崎
吉
野
法
師
、
野
田
山
之
因
幡
法
師
、
丹
波
国
金
木
宿
之
筑
後
法
師
、
堀
河
尻
之

大
和
法
師
、
文
殊
房
」
の
八
名
が
い
た
し
、
ほ
か
に
も
「
河
尻
小
浜
宿
之
長
吏
」
で
あ
る
「
若
狭
法
師
」、「
薦
井
宿
之
長
吏
吉
野
法
師
」
な
ど
の
名
が
み
え
て
お

り
）
（（（
（

、
非
人
集
団
の
上
層
部
は
僧
形
で
あ
っ
た
。
馬
田
綾
子
氏
は
清
水
坂
惣
衆
の
執
行
機
関
と
し
て
、
長
吏
の
も
と
に
国
名
を
名
乗
る
七
名
の
法
師
か
ら
な
る
「
坂
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之
沙
汰
所
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

）
（（（
（

。
た
だ
し
、
細
川
涼
一
氏
に
よ
れ
ば
、
奈
良
坂
北
山
宿
非
人
の
交
名
と
考
え
ら
れ
る
文
書
に
、
国
名
を
名
乗

る
長
吏
ク
ラ
ス
の
非
人
の
ほ
か
に
、
観
音
・
毘
沙
・
文
殊
・
薬
師
な
ど
の
仏
名
、
ト（

橡
）チ
・
松
・
ク（
栗
）リ
な
ど
の
植
物
名
、
聖
身
・
良
円
・
楽
妙
な
ど
の
法
名
、
そ
し

て
寿
王
・
力
王
・
毘
沙
王
な
ど
の
童
名
の
者
が
見
え
て
お
り
、
非
人
す
べ
て
が
法
名
を
名
乗
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

）
（（（
（

。
つ
ま
り
非
人
す
べ
て
が
僧
形
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
非
人
集
団
の
上
層
部
は
僧
形
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
僧
形
を
、〈
出
家
入
道
〉
と
捉
え
て
よ
い
の
か
の
判
断
は
む
ず
か

し
い
。
国
名
＋
法
師
名
の
僧
形
は
、
む
し
ろ
職
能
・
地
位
に
ま
つ
わ
る
身
分
標
識
と
考
え
ら
れ
、〈
出
家
入
道
〉
と
は
別
物
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え

ず
、
こ
れ
ら
を
顕
密
僧
の
変
種
と
捉
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
奈
良
坂
北
山
宿
非
人
の
交
名
に
は
聖
身
・
良
円
・
楽
妙
な
ど
の
法
名
が
あ
り
、
散
所
法
師
に
も
「
藤

次
入
道
」
が
み
え
て
い
る
。〈
出
家
入
道
〉
の
非
人
は
こ
ち
ら
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

河
原
者
に
つ
い
て
は
細
川
涼
一
氏
が
、
河
原
者
は
基
本
的
に
俗
名
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
著
名
な
山
水
河
原
者
の
又
四
郎
を
は
じ
め
、
野
口

の
「
御
清
目
六
郎
男
」、
長
種
慶
算
譲
状
に
み
え
る
「
穢
多
童
又
五
郎
」
の
よ
う
に
、
河
原
者
＝
清
目
は
俗
名
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
野
口
の

清
目
に
は
「
小
法
師
太
郎
」
が
み
え
る
し
、
著
名
な
山
水
河
原
者
・
又
四
郎
の
祖
父
は
善
阿
弥
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。〈
出
家
入
道
〉
は
河
原
者
の
世
界
に
も
及
ん
だ
。

第
二
節　
〈
出
家
入
道
〉
の
百
姓
と
年
貢
負
担

以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、〈
出
家
入
道
〉
の
習
俗
は
、
最
高
権
力
者
か
ら
貴
族
・
武
家
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
方
の
在
庁
官
人
や
守
護
・
地
頭
、
そ
し
て
名

主
・
作
人
・
番
頭
か
ら
神
人
・
医
師
・
梶
取
・
大
工
・
鍛
冶
・
仏
師
・
絵
解
・
茶
商
人
、
さ
ら
に
は
奴
婢
下
人
や
被
差
別
民
の
世
界
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。〈
出

家
入
道
〉
は
中
世
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
行
き
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）、
朝
鮮
か
ら
の
使
節
で
あ
る
宋
希
璟
は
日
本
の
村
に
僧
形
の
百
姓
が
多
い
こ
と
に
驚
嘆
し
て
、「
良
人
の
男
女
半
ば

は
僧
と
為
る
。
誰
か
是
れ
公
家
役
使
の
丁
な
ら
ん
」
と
述
べ
、
租
税
負
担
が
大
丈
夫
な
の
か
と
心
配
し
て
い
る

）
（（（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
純
な
誤
解
で
あ
る
。
日
本

中
世
で
は
、〈
出
家
入
道
〉
し
た
御
家
人
が
御
家
人
役
を
担
っ
た
よ
う
に
、〈
出
家
入
道
〉
し
た
百
姓
も
、
年
貢
の
負
担
を
免
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
次
の
請
文
を
み
て
み
よ
う

）
（（（
（

。

東
寺
御
領
若
狭
国
太
良
御
庄
内
末
武
名
主
職
事
、
任
二
相
伝
道
理
一
、
於
二
如
レ
元
宛
給
候
一
者
、
所
当
米
以
下
御
公
事
、
更
不
レ
可
レ
有
二
懈
怠
一
候
也
、
若
於
レ

致
二
懈
怠
一
者
、
可
レ
有
二
御
改
易
一
候
、
恐
惶
謹
言
、
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弘
安
弐
年
二
月
晦
日　
　
　
　
　

沙
弥
成
仏
（
花
押
）

こ
こ
で
「
沙
弥
成
仏
」
は
、
①
末
武
名
主
職
に
還
補
さ
れ
た
な
ら
「
所
当
米
以
下
御
公
事
」
を
懈
怠
な
く
納
め
る
、
②
年
貢
・
公
事
の
納
入
を
怠
れ
ば
名
主
職

を
改
易
さ
れ
て
も
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
。〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
て
も
、
名
主
で
あ
る
限
り
、
年
貢
・
公
事
の
納
入
は
義
務
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
次
の
東
寺
百

合
文
書
を
み
て
み
よ
う

）
（（（
（

。

沽
却　

作
手
田
壱
処
事
所
当
之
外
無
公
事

　
　

合
弐
段
者　

南
堂
院

　
　

在
山
城
国
紀
伊
郡
幢
里
卅
三
坪
内
北
縄
本
二
段
次

右
、
件
田
者
、
沙
弥
上
観
相
伝
之
私
領
也
、
然
今
依
レ
有
二
要
用
一
、
限
二
直
銭
弐
拾
柒
貫
文
一
、
所
レ
売
二
渡
于
沙
弥
行
蓮
一
実
也
、
於
二
所
当
米
一
者
、
段
別
伍

斗
也
、
但
壱
石
之
所
当
内
五
升
者
、
鳥
羽
殿
道
作
料
止
畢
、
仍
為
二
後
日
沙
汰
一
、
本
公
験
相
副
、
立
二
新
券
文
一
、
所
二
沽
却
一
之
状
如
レ
件
、
兼
又
後
日
若

有
二
他
妨
一
者
、
以
二
本
直
物
一
可
レ
弁
之
者
也
、

　
　

建
治
弐
年
四
月
卅
日　
　
　
　
　

沙
弥
上
観
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
合
氏
女
（
花
押
）

こ
れ
は
「
沙
弥
上
観
」
が
「
沙
弥
行
蓮
」
に
二
反
の
作
手
田
を
二
七
貫
文
で
売
却
し
た
売
券
で
あ
る
が
、
こ
の
作
手
田
に
は
反
別
五
斗
、
つ
ま
り
二
反
あ
わ
せ
て

一
石
の
年
貢
負
担
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。〈
出
家
入
道
〉
か
ら
〈
出
家
入
道
〉
へ
の
田
地
の
売
買
に
際
し
、
納
入
す
べ
き
年
貢
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、〈
出
家
入
道
〉
が
年
貢
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
律
令
体
制
か
ら
王
朝
国
家
体
制
へ
の
転
換
の
な
か
で
、
租
税
は
人
頭
税
中
心
か
ら
地
税
中
心
に
移
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
僧
侶
身
分
で
あ
る
こ

と
と
、
租
税
問
題
が
切
り
離
さ
れ
、
私
度
僧
が
課
役
逃
れ
の
で
き
る
体
制
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
朝
廷
は
私
度
の
取
り
締
ま
り
を
止
め
、
出
家
得
度
に
対
す

る
国
家
の
規
制
が
な
く
な
っ
て
い
る

）
（（（
（

。
他
方
で
は
十
世
紀
以
降
、
浄
土
信
仰
の
普
及
の
な
か
で
私
度
の
沙
弥
が
激
増
す
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
〈
出
家
入
道
〉

の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
律
令
体
制
下
の
概
念
で
い
え
ば
私
度
僧
に
当
た
る
が
、
出
家
得
度
の
規
制
が
な
く
な
っ
た
中
世
で
は
、
私
度
僧
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
が

消
滅
し
た
。

中
世
社
会
は
出
家
得
度
に
対
す
る
規
制
が
強
く
な
い
。
も
っ
と
も
、
公
家
や
御
家
人
は
そ
の
社
会
的
地
位
を
子
孫
に
継
承
さ
せ
る
た
め
、
朝
廷
や
幕
府
か
ら
出
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家
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
手
続
き
の
必
要
が
な
い
民
衆
の
世
界
で
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
〈
出
家
入
道
〉
が
広
く
浸
透
す
る
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
近
江
国
菅
浦
で
は
惣
村
置
文
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
こ
に
署
名
し
た
一
二
名
の
乙
名
は
全
員
が
「
正
阿
ミ
た
仏
」「
正
信

房
」「
仏
念
房
」「
上
阿
弥
陀
仏
」
な
ど
の
僧
名
で
あ
る
。
ま
た
、
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
の
置
文
も
八
名
全
員
が
僧
名
で
あ
る
し
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）

の
置
文
も
署
名
者
五
名
全
員
が
僧
名
で
あ
る

）
（（（
（

。
菅
浦
に
お
い
て
は
、
村
の
指
導
者
が
〈
出
家
入
道
〉
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
田
中
克
行
氏
は
菅
浦
研
究
を
大
き
く
深
化
さ
せ
、
①
菅
浦
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
在
家
役
を
均
等
負
担
す
る
原
則
が
確
立
し
た
、
②
建
武
政

権
期
に
全
住
人
が
供
御
人
化
し
、
こ
の
供
御
人
役
も
均
等
負
担
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
菅
浦
に
は
公
事
を
免
除
さ
れ
た
「
後
在
家
」
な
る

存
在
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
脇
在
家
・
零
細
農
民
説
と
後
家
・
隠
居
居
住
説
と
が
対
立
し
て
い
た
が
、
田
中
氏
は
「
後
在
家
」
が
隠
居
百
姓
の
隠
居
小
屋
で

あ
る
こ
と
を
論
証
し
、「
百
姓
が
隠
居
に
あ
た
り
、
家
督
を
嫡
子
に
譲
り
、
剃
髪
・
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
り
、
後
在
家
と
呼
ば
れ
る
隠
居
小
屋
に
移
り
住
む
よ

う
に
な
る
と
、
領
主
及
び
惣
に
た
い
す
る
公
事
は
嫡
子
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
独
立
家
屋
に
住
む
隠
居
は
公
事
か
ら
免
れ
る
」
と
結
論
し
た

）
（（（
（

。

氏
の
指
摘
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
、
ま
た
貴
重
な
も
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
百
姓
に
も
〈
出
家
入
道
〉
と
〈
遁
世
〉
の
二
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
視
野

に
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
惣
掟
に
署
名
し
た
出
家
者
と
後
在
家
を
同
一
視
し
た
り
、
入
道
成
を
隠
居
と
混
同
す
る
な
ど
、
議
論
に
混
乱
を
き
た
し
て
い

る
。
そ
も
そ
も
隠
居
し
た
後
在
家
が
、
村
人
を
代
表
し
て
村
掟
を
制
定
し
て
そ
れ
に
署
名
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
後
在
家
は
住
民
と

し
て
負
担
す
べ
き
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
以
上
、
彼
ら
の
村
落
成
員
権
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
年
月
日
欠
菅
浦
惣
村
定
案
に
よ
れ
ば
、「
諸
公
事
聴
士
之
事
」
と
し
て
、「
一　

入
道
な
り
」「
一　

中
老
成
浜
公
事
之
事
」「
一　

上
中
老
成
・
下
中
老

成
之
事
」「
一　

老
成
之
事
」
と
あ
る

）
（（（
（

。「
諸
公
事
聴
士
之
事
」
の
意
味
は
難
解
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
入
道
成
が
老
成
や
中
老
成
と
同
様
に
、
よ
り
上
位

の
村
落
成
員
権
を
付
与
さ
れ
る
一
階
梯
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
入
道
成
に
際
し
村
落
に
公
事
・
祝
儀
を
納
め
る
意
味
が
理
解
で
き
な

い
。
日
本
中
世
で
は
「
剃
髪
・
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
」
る
こ
と
と
、
隠
居
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
む
し
ろ
百
姓
た
ち
は
、
入
道
成
を
し
て
〈
出
家
入
道
〉

と
な
る
こ
と
で
村
の
指
導
者
と
な
り
、
そ
の
後
、〈
遁
世
〉
し
て
家
督
を
嫡
子
に
譲
っ
て
後
在
家
に
居
住
し
た
。
中
世
の
百
姓
に
は
二
種
類
の
僧
形
の
者
が
い

る
。
一
つ
は
村
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
す
る
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
家
督
を
譲
り
、
役
負
担
を
免
除
さ
れ
て
隠
居
し
た
〈
遁
世
〉
で
あ
る
。〈
出

家
入
道
〉
が
日
本
の
み
の
習
俗
で
あ
る
た
め
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
の
筆
者
は
誤
解
し
た
が
、
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
の
は
〈
遁
世
〉
の
百
姓
だ
け
で
あ
っ
て
、

〈
出
家
入
道
〉
で
は
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、〈
出
家
入
道
〉
の
本
格
的
な
展
開
は
公
家
・
武
家
と
も
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
民
衆
の
世
界
で
の
〈
出
家
入
道
〉
の

広
が
り
は
、
想
像
以
上
に
さ
か
の
ぼ
る
。
承
平
五
年
（
九
三
五
）
の
東
寺
伝
法
供
家
牒
に
よ
れ
ば
、
丹
波
国
大
山
庄
の
庄
子
に
「
沙
弥
法
則
」
が
み
え
て
い
る
。

天
慶
六
年
（
九
四
三
）
に
は
「
沙
弥
仁
勢
」
ら
伊
勢
神
宮
領
六
箇
山
の
住
人
が
、
伊
勢
の
山
田
前
郡
司
を
非
難
し
た
。
ま
た
天
暦
七
年
（ 

九
五
三
）
の
伊
勢
国

近
長
谷
寺
の
資
財
帳
に
よ
れ
ば
、
一
反
二
〇
〇
歩
の
治
田
を
「
沙
弥
賢
如
」
が
「
請
作
」
し
て
い
る
し
、
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
伊
勢
国
二
見
郷
の
「
沙（

仲
寿
）弥
」

が
治
田
一
反
余
り
を
甥
に
売
却
し
て
い
る

）
（（（
（

。
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
安
楽
寺
の
使
者
が
筑
前
国
碓
井
封
に
乱
入
し
て
人
馬
等
を
押
し
取
っ
た
が
、
押
し
取
ら
れ

た
う
ち
の
一
人
は
、
山
口
村
住
人
の
従
者
「
字
小
入
道
法
師
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
山
城
国
禅
定
寺
の
田
畠
流
記
帳
に
よ
れ
ば
、
そ
こ

に
「
沙
弥
観
秀
」
の
垣
内
畠
一
町
二
反
が
あ
り
、
そ
の
畠
地
は
「
沙
弥
長
延
」
の
土
地
に
隣
接
し
て
い
た
。
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
大
安
寺
の
権
上
座
長
会
が

相
伝
の
畠
の
「
永
年
作
手
」
を
大
宅
姉
子
に
売
却
し
て
い
る
が
、
そ
の
売
券
の
裏
書
き
に
よ
れ
ば
、
畠
三
反
の
う
ち
東
一
反
は
佐
伯
姉
子
に
、
西
の
一
反
は
「
沙

弥
道
念
」
に
沽
却
し
た
、
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
宮
友
入
道
」
は
大
和
国
平
群
郡
八
条
の
畠
二
反
を
天
承
二
年
（
一
一
三
二
）
に
購
入
し
、
保
延
二
年
（
一
一
三

六
）
に
売
却
し
て
い
る

）
（（（
（

。

売
券
へ
の
在
地
随
近
の
署
判
に
も
沙
弥
・
入
道
が
み
え
る
。
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
の
藤
井
得
重
所
領
売
券
の
在
地
署
判
三
名
は
い
ず
れ
も
「
僧
」
で
あ
る

が
、
裏
書
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
行
得
〈
大
炊
〉」「
行
念
〈
鬼
入
道
〉」「
教
寂
〈
小
藤
太
入
道
〉」
と
あ
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
っ
た
。
久
安

六
年
（
一
一
五
〇
）
の
藤
原
氏
女
家
地
券
紛
失
状
に
は
、「
在
地
人
」
一
一
名
が
署
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
沙
弥
西
道
」「
沙
弥
道
智
」「
出
雲
房
」「
僧

昌
賢
」
が
お
り
、
少
な
く
と
も
〈
出
家
入
道
〉
が
二
人
い
る
。
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
の
僧
定
賢
田
地
売
劵
で
も
、
在
地
署
判
六
名
の
な
か
に
「
岡
前
庄
蔵
入

道
」「
同　

庄
林
入
道
」
が
花
押
を
据
え
て
い
る

）
（（（
（

。
地
域
の
有
力
者
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
と
い
う
中
世
村
落
の
様
相
が
早
く
も
垣
間
見
え
る
。

さ
ら
に
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
安
芸
国
高
田
郡
司
藤
原
頼
方
の
所
領
畠
立
券
文
に
よ
れ
ば
、
彼
の
所
領
畠
の
う
ち
「
有
武
三
段
」
の
作
人
は
「
有
重
法

師
」、「
大
江
畠
壱
町
」
に
つ
い
て
は
「
作
人
入
道
」
と
あ
る
。
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
の
讃
岐
国
善
通
曼
荼
羅
寺
の
寺
領
注
進
状
で
も
、
四
条
七
里
二
三
坪
に

あ
る
田
畠
六
反
の
「
作
人
」
は
「
為
光
入
道
」
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。
院
政
時
代
に
は
、〈
出
家
入
道
〉
の
作
人
が
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。

朝
廷
に
お
い
て
も
、
武
家
の
世
界
に
お
い
て
も
、
上
層
部
ほ
ど
伝
統
が
重
く
の
し
か
か
り
、〈
出
家
入
道
〉
と
い
う
違
例
の
存
在
は
た
や
す
く
は
認
め
ら
れ
な

い
。
そ
の
伝
統
を
打
破
す
る
に
は
、
藤
原
道
長
や
白
河
法
皇
の
よ
う
な
、
制
法
を
無
視
す
る
権
力
者
の
登
場
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、〈
出
家
入
道
〉

は
上
か
ら
広
ま
っ
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
で
は
民
衆
の
世
界
で
は
出
家
に
随
伴
す
る
社
会
的
な
規
制
が
強
く
な
い
。〈
出
家
入
道
〉
は
上
と
下
の
双
方
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を
起
点
と
し
て
社
会
全
体
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
、
そ
う
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
院
政
時
代
に
は
〈
出
家
入
道
〉
が
民
衆
の
世
界
で
相
当
な
広
が
り
を

み
せ
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
法
然
・
親
鸞
な
ど
の
鎌
倉
新
仏
教
に
よ
っ
て
初
め
て
民
衆
布
教
が
な
さ
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
論
に
対
す
る
痛
烈

な
反
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
薗
部
寿
樹
・
坂
田
聡
氏
に
よ
れ
ば
、
村
落
百
姓
の
世
界
で
は
十
四
世
紀
に
増
加
し
た
法
名
署
判
が
、
十
六
世
紀
に
は
一
割
以
下

に
激
減
す
る
と
い
う
。
家
父
長
制
家
族
の
成
立
に
伴
う
家
名
の
成
立
が
激
減
の
一
因
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い

）
（（（
（

。

第
六
章　
〈
出
家
入
道
〉
と
中
世
文
化

第
一
節　

神
仏
習
合
と
〈
出
家
入
道
〉

院
政
期
に
顕
密
仏
教
が
最
盛
期
を
迎
え
る
と
、
仏
教
は
世
俗
社
会
に
深
く
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
世
俗
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
浸
透
は
、
寺
院
世
界
と
世
俗

世
界
と
の
垣
根
を
低
く
し
、
両
者
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
を
進
展
さ
せ
た
。
世
俗
で
も
な
け
れ
ば
、
出
家
で
も
な
い
と
い
う
〈
出
家
入
道
〉
の
登
場
は
、
そ
の
表
れ
で

あ
る
。
と
同
時
に
〈
出
家
入
道
〉
の
登
場
は
、
出
家
と
世
俗
と
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
を
い
っ
そ
う
促
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
文
化
事
象
を
も
た
ら
し
た
。
一
つ

は
神
仏
習
合
の
進
展
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
本
覚
思
想
の
盛
行
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
神
仏
習
合
と
〈
出
家
入
道
〉
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
検
討
し
よ
う
。

最
高
権
力
者
が
〈
出
家
入
道
〉
で
あ
る
こ
と
は
、
神
仏
関
係
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
。
伊
勢
神
宮
は
仏
教
や
僧
侶
を
忌
避
す
る
神
社
で
あ
り
、
朝
廷
で
も
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
配
慮
し
て
き
た
。
し
か
し
最
高
権
力
者
が
法
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
否
応
な
く
「
以
二
出
家
身
一
、
令
レ
沙
二
汰
無
レ
止
神
事
一
給
」

こ
と
に
な
り

）
（（（
（

、
こ
れ
が
神
社
を
め
ぐ
る
禁
忌
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
た
と
え
ば
藤
原
宗
忠
は
、
伊
勢
神
宮
の
大
神
事
を
担
当
す
る
奉
行
が
「
法（
白
河
）皇
御
所
」
に
参
向
す

る
の
は
憚
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
大
江
匡
房
に
相
談
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
匡
房
は
「
旬
日
斎
月
潔
斎
」
の
時
で
な
け
れ
ば
構
わ
な
い
と
答
え
て
い
る

）
（（（
（

。
一

般
に
神
事
奉
行
は
僧
尼
に
逢
う
の
を
避
け
る
の
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
宗
忠
の
懸
念
は
当
然
で
あ
る
が
、
大
江
匡
房
は
心
配
は
不
要
だ
と
一
蹴
し
て
い
る
。
実

は
、
大
江
匡
房
は
白
河
院
の
側
近
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
地
垂
迹
説
の
展
開
を
主
導
し
た
人
物
で
も
あ
る

）
（（（
（

。
神
仏
関
係
の
禁
忌
の
緩
和
は
白
河
院
の
専
制
と
、
そ

れ
に
理
論
的
な
裏
付
け
を
与
え
た
匡
房
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
久
元
年
（
一
一
一
三
）
九
月
、
朝
廷
は
鳥
羽
天
皇
の
病
悩
平
癒
の
た
め
、

伊
勢
神
宮
に
神
宝
を
発
遣
し
、
賀
茂
・
石
清
水
に
奉
幣
、
そ
し
て
諸
社
で
読
経
を
行
わ
せ
た
が
、
こ
れ
ら
を
指
示
し
た
の
も
白
河
法
皇
で
あ
る
。
そ
の
際
、
朝

廷
で
は
「
雖
二
神
事
一
、
自
レ
院
有
二
沙
汰
一
、
被
レ
行
レ
之
、
不
レ
可
レ
有
レ
憚
之
由
、
人
々
所
レ
申
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
皇
の
指
示
で
の
神
事
執
行
に
憚
り
が
な
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い
、
と
現
状
を
追
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
嘗
祭
当
日
の
仏
事
も
「
故
（
白
河
法
皇
）院御
出
家
後
」
は
、
憚
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う

）
（（（
（

。

寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
九
月
に
は
、
後
白
河
法
皇
が
平
家
追
討
の
た
め
伊
勢
神
宮
に
公
卿
勅
使
を
派
遣
し
た
。「
法
体
」
の
身
で
宸
筆
告
文
を
捧
げ
て
奉
幣

を
す
る
の
は
前
代
未
聞
で
あ
る
と
し
て
、
九
条
兼
実
は
強
く
反
対
す
る
が
、
後
白
河
は
そ
れ
を
押
し
切
っ
た

）
（（（
（

。
さ
ら
に
建
久
三
年
（
一
一
九
一
）
正
月
に
も
後
白

河
は
公
卿
勅
使
を
派
遣
し
て
、
み
ず
か
ら
の
病
悩
平
癒
を
祈
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
時
、
兼
実
は
さ
ほ
ど
強
く
反
対
し
て
い
な
い
が
、
勅
使
派
遣
前
か
ら
派
遣
後
ま

で
院
御
所
で
修
法
を
続
け
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
日
吉
社
が
山
法
師
を
忌
ま
ず
、
春
日
社
が
奈
良
法
師
を
忌
ま
な
い
よ
う
に
、「
法
皇
御
身
」
に
つ
い
て

は
伊
勢
神
宮
は
忌
ま
な
い
だ
ろ
う
が
、
公
卿
勅
使
の
派
遣
の
際
は
、
法
皇
も
「
神
齋
」
が
必
要
で
あ
り
、
仏
事
で
「
勅
使
神
宝
等
」
を
穢
す
べ
き
で
は
な
い
、
と

主
張
し
た
。
紆
余
曲
折
の
末
に
、
結
局
、
勅
使
参
宮
と
同
日
に
修
法
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
、〈
出
家
入
道
〉
の
権
力
者
の
存
在
が
伊
勢
の
仏

教
禁
忌
を
次
第
に
緩
め
て
い
る
。
原
則
に
忠
実
な
兼
実
で
す
ら
、
伊
勢
神
宮
は
「
法
皇
御
身
」
を
忌
ま
な
い
と
発
言
す
る
な
ど
、
現
状
追
認
に
追
い
込
ま
れ
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
伊
勢
神
宮
で
の
読
経
や
経
供
養
が
次
第
に
増
え
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
法
楽
舎
の
造
立
で
神
宮
法
楽
は
恒
常
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
下
地
を
つ
く
っ
た
の
が
〈
出
家
入
道
〉
の
権
勢
者
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
足
利
義
満
は
神
宮
の
禁
忌
を
無
造
作
に
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
。
義
満
は
伊
勢
神
宮
に
一
〇
度
余
り
参
詣
し
た
が
、
そ
の
参
拝
は
違
例
で
あ
っ
た
。
伊

勢
神
宮
で
は
僧
尼
は
俗
人
と
は
異
な
り
、
神
前
か
ら
離
れ
た
遙
拝
所
で
参
拝
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
義
満
は
、「
如
二
先
一々
、
不
レ
依
二
法
体
一
、

令
レ
参
二
御
前
一
給
」
と
あ
る
よ
う
に

）
（（（
（

、
法
体
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
神
前
に
ま
で
参
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
足
利
義
満
は
公
家
と
武
家
と
を
融
合
さ
せ
た

公
武
統
一
政
権
を
樹
立
し
た
が
、
義
満
の
出
家
は
世
俗
と
出
家
の
境
界
を
曖
昧
な
も
の
と
し
た
。
政
道
沙
汰
や
参
内
は
出
家
前
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
し
、
出
家
当

初
は
文
書
で
も
俗
名
を
使
用
し
、〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
や
伝
奏
ま
で
誕
生
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
義
満
は
、
世
俗
と
出
家
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
を
進
め
た
が
、
さ

ら
に
法
体
の
身
で
伊
勢
神
宮
の
禁
忌
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
宮
と
仏
法
の
境
界
を
も
曖
昧
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

〈
出
家
入
道
〉
の
権
勢
者
に
よ
っ
て
神
社
禁
忌
が
緩
め
ら
れ
た
の
は
、
賀
茂
社
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
藤
原
道
長
は
、
出
家
後
の
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）、
賀

茂
下
社
の
舞
殿
、
上
社
の
橋
殿
で
そ
れ
ぞ
れ
仁
王
経
供
養
を
行
っ
て
い
る
。
嵯
峨
井
建
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
舞
殿
と
橋
殿
は
賀
茂
祭
に
お
け
る
中
心
祭
場
で
あ
っ

て
、
勅
使
が
祭
文
を
読
み
上
げ
る
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
賀
茂
社
で
の
読
経
は
、
神
社
か
ら
少
し
離
れ
た
場
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
境
内
の
中
に
侵
入

し
て
い
る

）
（（（
（

。
さ
ら
に
白
河
院
は
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
上
社
の
読
経
所
に
供
僧
を
置
き
、
出
家
後
の
嘉
祥
三
年
（
一
一
〇
八
）
に
は
下
賀
茂
社
の
舞
殿
で
金
泥

法
華
経
と
仁
王
経
の
供
養
を
行
っ
た
。
藤
原
宗
忠
が
「
公
家
於
二
神
社
一
、
被
レ
供
二
養
経
一
事
、
八
幡
宮
外
殊
不
レ
見
也
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
神
社
で
の
経
供
養
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は
石
清
水
・
宇
佐
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。
道
長
に
せ
よ
、
白
河
法
皇
に
せ
よ
、
そ
の
経
供
養
を
賀
茂
社
で
実
施
し
た
ば
か
り
か
、
神
事
の
中
核
施
設

で
そ
れ
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
に
は
上
賀
茂
社
に
塔
を
造
立
し
、
翌
年
の
御
幸
で
は
金
銅
の
壺
に
入
れ
た
仏
舎
利
を
塔
に
奉
納
し
た
。
永

久
四
年
（
一
一
一
六
）
に
は
上
賀
茂
社
の
多
宝
塔
を
供
養
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
下
社
に
も
東
塔
と
西
塔
を
造
立
す
る
な
ど
、
白
河
法
皇
の
時
代
に
賀
茂
社
の
神

仏
習
合
が
劇
的
に
進
ん
で
い
る
。
上
賀
茂
神
社
で
は
「
入
道
神
主
」
ま
で
登
場
し
た
。
上
島
亨
氏
は
十
一
世
紀
を
「
新
た
な
神
仏
習
合
の
時
代
」
と
位
置
づ
け
、

こ
の
時
に
神
仏
習
合
が
普
通
の
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
推
進
し
た
の
は
〈
出
家
入
道
〉
の
権
勢
者
で
あ
っ
た

）
（（（
（

。

第
二
節　
〈
出
家
入
道
〉
と
本
覚
思
想

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
院
政
時
代
に
は
世
俗
と
出
家
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
が
進
展
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
仏
教
思
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

本
覚
思
想
で
あ
る
。

本
覚
思
想
は
、
迷
い
と
悟
り
、
煩
悩
と
菩
提
、
善
と
悪
の
単
純
な
二
元
論
を
批
判
し
て
、
そ
の
相
互
関
係
を
説
く
思
想
で
あ
る
。
天
台
本
覚
思
想
は
江
戸
時
代

の
天
台
宗
で
は
否
定
さ
れ
た
し
、
近
年
で
も
松
本
史
朗
・
袴
谷
憲
昭
氏
ら
が
本
覚
思
想
を
仏
教
で
は
な
い
と
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る

）
（（（
（

。
し
か
し
問
題
は
、
な
ぜ

日
本
の
中
世
社
会
で
本
覚
思
想
と
い
う
特
異
な
思
潮
が
流
布
し
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
〈
出
家
入
道
〉
は
、
日
本
中
世

で
の
み
盛
行
し
た
違
例
の
習
俗
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
関
連
は
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も
〈
出
家
入
道
〉
は
出
家
で
も
な
け
れ
ば
、
世
俗
で
も
な
く
、
そ
の
境
界
領
域
に
登
場
し
た
新
し
い
姿
態
で
あ
る
。
迷
い
と
悟
り
、
世
俗
と
出
家
を
峻

別
す
る
伝
統
的
な
仏
教
観
に
対
し
、
煩
悩
が
菩
提
に
通
じ
、
世
俗
が
出
家
に
通
じ
る
と
い
う
仏
教
観
が
流
布
し
た
背
景
に
は
、〈
出
家
入
道
〉
の
社
会
的
な
広
が

り
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
中
世
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
本
覚
思
想
を
否
定
し
、
出
家
と
世
俗
を
峻
別
す
る
よ
う
主
張
す
る
こ
と
は
、
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河

法
皇
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
ら
中
世
王
権
の
創
始
者
だ
け
で
は
な
い
。
朝
廷
で
も
、
幕
府
で
も
、
村
落
で
も
、〈
出
家
入
道
〉
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
敵
に
ま
わ
し
て
否
定
す
る
だ
け
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
、
本
覚
思
想
批
判
は
成
り
立
た
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
本
覚
思
想
は
〈
出
家
入
道
〉

を
社
会
的
基
盤
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

仏
教
は
も
と
も
と
世
俗
外
逃
避
と
い
う
性
格
を
基
調
と
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
大
乗
仏
教
は
衆
生
利
益
の
た
め
に
積
極
的
に
世
俗
社
会
と
関
わ
ろ
う

と
す
る
。
そ
し
て
日
本
社
会
に
仏
教
の
教
え
が
深
く
広
く
浸
透
し
て
ゆ
く
と
、
世
俗
外
で
仏
道
を
探
求
す
る
と
い
う
考
え
は
、
社
会
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
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る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
否
定
し
て
き
た
世
俗
活
動
の
意
味
を
問
い
直
し
、
世
俗
活
動
そ
の
も
の
の
中
に
仏
道
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
慈
円
は
大
懺
法
院
の
創

建
に
際
し
、「
聚
洛
之
中
立
二
練
若
一
也
、
豈
非
二
末
代
之
機
感
一
哉
、
恥
レ
仏
憚
レ
人
、
不
レ
可
レ
存
二
廃
除
一
而
已
」
と
述
べ
て
い
る

）
（（（
（

。
修
行
の
場
で
あ
る
寺
院
は
人

里
離
れ
た
閑
静
な
場
所
に
設
け
る
の
が
本
義
で
あ
る
が
、
末
代
の
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
は
む
し
ろ
街
中
に
建
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
恥
ず

べ
き
こ
と
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。
ま
た
、「
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
な
り
」「
仏
法
和
歌
、
更
不
レ
可
レ
有
二
差
別
之
意
地
一
」
の
よ
う
に
、
中
世
で
は
和
歌

の
道
と
仏
道
を
一
体
視
す
る
考
え
も
流
布
し
て
い
る

）
（（（
（

。
和
歌
は
仏
道
を
妨
げ
る
狂
言
綺
語
で
は
な
い
。
和
歌
の
道
が
仏
道
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

  

仏
教
も
仏
道
も
僧
侶
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
衆
生
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
生
き
て
い
る
世
俗
社
会
や
世
俗
生
活
を
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
の
社
会
的
浸
透
の
な
か
で
、
も
は
や
仏
教
は
世
俗
外
逃
避
の
教
え
に
安
住
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
く
な
っ
た
。
顕
密
仏
教
が
展
開
し
た
悪
人
正
機
説
や
和
光
同
塵
の
教
え
も
、
こ
う
し
た
顕
密
仏
教
に
お
け
る
大
乗
的
精
神
の
発
現
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結

果
、
世
俗
の
職
業
生
活
と
仏
道
の
一
致
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

す
で
に
天
台
智
顗
『
法
華
玄
義
』
は
「
治じ

生し
ょ
う

産さ
ん

業ご
う

、
皆
與
二
実
相
一
不
二
相
違
背
一
」
と
語
っ
て
い
た
が

）
（（（
（

、
中
世
で
は
こ
の
言
説
が
盛
ん
に
口
に
さ
れ
る
。
無
住

は
『
沙
石
集
』
で
「
治
生
産
業
、
悉
ク
実
相
ニ
ソ
ム
カ
ズ
」
と
語
り
、
宥
範
の
『
大
日
経
疏
妙
印
鈔
』
は
「
世
間
治
生
産
業
、
一
一
言
句
、
一
一
名
字
、
一
言

一
字
、
而
莫
レ
非
二
法
界
通
入
総
持
陀
羅
尼
一
」
と
述
べ
、
道
元
は
「
治
生
産
業
、
モ
ト
ヨ
リ
布
施
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
っ
た
。
ま
た
無
学
祖
元
は
「
雑

念
亦
有
二
多
種
一
、
若
応
二
酬
公
家
一
、
若
婚
レ
男
嫁
レ
女
、
若
治
生
産
業
、
如
来
云
、
皆
與
二
実
相
一
不
二
相
違
背
一
、
豈
可
二
断
除
一
」
と
述
べ
、
悟
渓
宗
頓
は
『
虎
穴

録
』
で
「
一
切
治
生
産
業
、
皆
與
二
実
相
一
不
二
相
違
背
一
、
然
則
諸
人
一
切
時
一
切
処
、
屙
屎
送
尿
、
著
衣
喫
飯
、
莫
レ
非
二
法
華
一
也
」
と
語
っ
て
い
る

）
（（（
（

。

世
俗
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
仏
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
世
俗
生
活
の
た
だ
中
に
こ
そ
、
真
の
意
味
で
の
仏
道
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
自
ら
の
職
業
へ
の

切
磋
琢
磨
が
悟
り
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
中
世
仏
教
は
、
仏
教
が
本
来
も
っ
て
い
た
世
俗
外
逃
避
と
い
う
性
格
を
薄
め
、
世
俗
内
宗
教
へ

と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き
は
室
町
時
代
の
居
士
の
法
体
肖
像
画
に
お
け
る
家
業
の
宗
教
的
顕
彰
を
経
て

）
（（（
（

、
最
終
的
に
近
世
の
鈴
木
正
三
へ
と
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
仏
教
の
世
俗
化
、
仏
教
の
堕
落
と
断
じ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
評
価
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
俟
つ
ま
で
も

な
く
、
世
俗
外
逃
避
に
よ
る
純
粋
さ
の
保
持
よ
り
も
、
世
俗
内
宗
教
の
猥
雑
さ
の
方
が
価
値
が
高
い
と
す
る
立
場
も
当
然
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
治
生
産
業

実
相
論
は
む
し
ろ
大
乗
仏
教
の
究
極
の
姿
の
一
つ
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

以
上
、
中
世
に
お
け
る
〈
出
家
入
道
〉
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
検
討
を
加
え
て
き
た
。
概
括
す
れ
ば
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
「
出
家
」「
入
道
」「
遁
世
」
は
も
と
も
と
同
義
で
あ
っ
た
が
、
出
家
後
も
家
督
を
保
持
し
続
け
る
と
い
う
新
た
な
事
態
の
発
生
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
語
義
が

分
離
す
る
よ
う
に
な
る
。
②
中
世
に
お
い
て
も
、
天
皇
・
摂
関
、
将
軍
・
執
権
が
在
任
の
ま
ま
出
家
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
地
位
を
辞
し
た
後
に
出
家

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
世
の
政
治
権
力
は
し
ば
し
ば
制
度
的
な
ト
ッ
プ
と
真
の
権
力
者
が
乖
離
す
る
と
い
う
、
構
造
的
特
徴
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
③
貴

族
社
会
で
は
〈
出
家
入
道
〉
は
、
関
東
申
次
、
知
行
国
主
、
本
家
・
領
家
、
家
司
、
目
代
・
在
国
司
な
ど
に
就
任
・
在
任
し
た
。
④
地
域
社
会
で
は
、〈
出
家
入

道
〉
が
預
所
・
下
司
・
公
文
・
郡
司
・
郷
司
・
図
師
・
田
所
・
案
主
・
弁
済
使
・
惣
追
捕
使
に
就
い
て
い
る
。
⑤
鎌
倉
幕
府
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
執
権
・
連

署
・
探
題
が
い
な
か
っ
た
が
、
室
町
幕
府
で
は
足
利
義
満
に
よ
っ
て
〈
出
家
入
道
〉
の
管
領
が
誕
生
す
る
。
⑥
〈
出
家
入
道
〉
の
三
善
善
信
が
問
注
所
執
事
に
登

用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、〈
出
家
入
道
〉
は
評
定
衆
・
引
付
衆
や
東
使
・
奉
行
人
に
登
用
さ
れ
た
。
ま
た
〈
出
家
入
道
〉
の
守
護
・
地
頭
も
数
多
く
、〈
出
家
入

道
〉
の
御
家
人
た
ち
は
御
家
人
役
を
負
担
し
て
い
た
。
⑦
民
衆
の
世
界
で
は
、
名
主
・
沙
汰
人
・
番
頭
・
作
人
や
医
師
・
梶
取
・
大
工
に
〈
出
家
入
道
〉
が
い
た

だ
け
で
な
く
、
奴
婢
下
人
や
被
差
別
民
の
世
界
に
も
〈
出
家
入
道
〉
は
及
ん
で
い
る
。
民
衆
の
世
界
で
の
〈
出
家
入
道
〉
の
広
が
り
は
少
な
く
と
も
院
政
時
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
⑧
〈
出
家
入
道
〉
の
百
姓
は
年
貢
を
免
れ
な
か
っ
た
が
、
家
督
を
譲
っ
て
〈
遁
世
〉
し
た
百
姓
は
役
負
担
を
免
除
さ
れ
た
。
⑨
〈
出
家
入

道
〉
の
存
在
は
中
世
の
神
仏
習
合
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
た
し
、
本
覚
思
想
の
流
布
も
そ
の
基
盤
は
〈
出
家
入
道
〉
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
み
て
く
れ
ば
、
中
世
の
浄
土
信
仰
が
中
世
社
会
に
与
え
た
影
響
力
の
大
き
さ
と
、
そ
の
浸
透
の
深
さ
に
改
め
て
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。〈
出
家
入

道
〉
の
広
が
り
と
は
、
浄
土
教
の
展
開
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

さ
て
、
仏
教
史
は
長
ら
く
僧
侶
と
寺
院
の
歴
史
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き
た
。
僧
侶
の
思
想
と
行
動
、
お
よ
び
寺
院
の
歴
史
が
仏
教
史
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
覆
っ
て

い
た
。
本
稿
は
不
十
分
で
は
あ
っ
て
も
、〈
出
家
入
道
〉
の
広
汎
な
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。〈
出
家
入
道
〉
の
存
在
な
く
し
て
日
本
の
中
世
社
会
は
成
り
立

た
な
い
。
中
世
の
世
俗
社
会
は
、
朝
廷
で
あ
れ
、
幕
府
で
あ
れ
、
村
落
で
あ
れ
、〈
出
家
入
道
〉
を
不
可
欠
の
構
成
員
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
膨
大
な
〈
出

家
入
道
〉
が
顕
密
仏
教
の
広
大
な
裾
野
を
構
成
し
て
お
り
、
彼
ら
の
存
在
が
顕
密
仏
教
を
社
会
の
基
底
で
支
え
て
い
た
。〈
出
家
入
道
〉
が
中
世
仏
教
を
真
の
意

味
で
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
寺
院
と
僧
侶
に
囚
わ
れ
る
あ
ま
り
、
彼
ら
の
存
在
を
無
視
し
て
中
世
仏
教
を
語
っ
て
き
た
。
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い
ま
や
私
た
ち
は
、
中
世
仏
教
史
を
寺
院
と
僧
侶
の
歴
史
か
ら
解
き
放
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

注（
１
） 

黒
田
俊
雄
「
中
世
寺
社
勢
力
論
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
６
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）、
同
『
寺
社
勢
力
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇
年
）

（
２
） 
大
隅
和
雄
「
遁
世
に
つ
い
て
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
三
―
二
、
一
九
六
五
年
）、
桜
井
好
朗
『
隠
者
の
風
貌
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）、
西
山
厚
「
鎌
倉

期
に
お
け
る
遁
世
の
論
理
」（『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
下
、
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
林
譲
「
黒
衣
の
僧
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
九
一
年
）、
同
「
熊
谷
直
実
の
出
家
と
往
生
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
紀
要
』
一
五
、
二
〇
〇
五
年
）、
樋
口
州
男
「
鎌

倉
武
士
と
遁
世
」（『
中
世
の
史
実
と
伝
承
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
）。
な
お
、
神
田
千
里
「
中
世
の
『
道
場
』
に
お
け
る
死
と
出
家
」（『
史
学
雑
誌
』
九
七
―

七
、
一
九
八
八
年
）
は
、
研
究
視
角
が
や
や
異
な
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
家
事
例
を
提
示
し
て
い
る
。

（
３
） 

目
崎
徳
衛
『
出
家
遁
世
』（
中
公
新
書
、
一
九
七
六
年
）、
松
薗
斉
「
出
家
と
日
記
の
終
わ
り
」（『
王
朝
日
記
論
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
）

（
４
） 

海
老
名
尚
「
日
本
中
世
社
会
に
お
け
る
入
道
に
つ
い
て
」（『
大
阪
外
国
語
大
学　

ア
ジ
ア
学
論
叢
』
五
、
一
九
九
五
年
）

（
５
） 

拙
稿
「
浄
土
教
研
究
の
課
題
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）

（
６
） 

『
本
朝
文
粋
』（
国
史
大
系
本
、
三
四
五
頁
）、『
大
日
本
史
料
』
二
―
一
四
―
一
七
六
頁
、『
宇
槐
記
抄
』
久
安
六
年
正
月
二
十
二
日
条

（
７
） 

『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
二
月
十
一
日
条
、『
玉
葉
』
同
日
条
、『
平
家
物
語
』
巻
一
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
上
巻
、
一
二
頁
）、『
玉
葉
』
安
元
元
年
十
月
十
日
条
、

安
元
二
年
六
月
十
七
日
条
・
十
八
日
条
、
寿
永
二
年
三
月
二
十
三
日
条
、『
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
五
月
二
十
七
日
条
、
建
長
二
年
十
二
月
二
十
八
日
条

（
８
） 

永
和
二
年
五
月
日
毛
利
元
春
自
筆
事
書
案
（
大
日
本
古
文
書
『
毛
利
家
文
書
』
一
五
号
）

（
９
） 

『
大
日
本
史
料
』
七
―
三
一
―
三
一
二
頁

（
10
） 

『
大
日
本
史
料
』
八
―
一
四
―
二
四
六
頁

（
11
） 

大
隅
和
雄
・
西
山
厚
・
林
譲
注
（
２
）
前
掲
論
文

（
12
） 

『
雑
談
集
』（
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
）
一
一
〇
頁

（
13
） 

「
門
葉
記
」
山
上
勤
行
二
（
大
阪
大
学
日
本
史
研
究
室
架
蔵
写
真
版
）。
こ
の
「
愚
管
抄
」
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
愚
管
抄
』
に
は
未
収
録
で
あ
る
。
な
お
同
史
料
は
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「
天
台
勧
学
講
縁
起
」（『
日
本
教
育
文
庫
学
校
篇
』
同
文
館
、
一
九
一
一
年
）
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

『
関
東
評
定
衆
伝
』（『
群
書
類
従
』
四
―
二
八
七
頁
・
三
二
七
頁
・
三
二
八
頁
）

（
15
） 

『
後
愚
昧
記
』
貞
治
五
年
八
月
十
八
日
条
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集　

能
楽
論
集　

俳
論
集
』
七
三
頁

（
16
） 
顕
密
僧
の
遁
世
は
も
う
少
し
複
雑
な
要
素
を
は
ら
む
た
め
、
こ
こ
で
の
概
念
規
定
は
あ
く
ま
で
俗
人
の
遁
世
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
17
） 
『
栄
華
物
語
』
巻
三
〇
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
下
巻
、
三
一
九
頁
）

（
18
） 

前
掲
注
（
５
）
拙
稿

（
19
） 

『
栄
華
物
語
』
巻
一
五
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
上
巻
、
四
四
三
頁
）、『
平
家
物
語
』
巻
一
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
上
巻
、
一
二
頁
）、『
兵
範
記
』
仁
安
三
年

二
月
十
一
日
条

（
20
） 

『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
三
月
二
十
九
日
条

（
21
） 

北
条
重
時
家
訓
第
四
四
条
（『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
、
三
三
二
頁
）、『
中
右
記
』
保
延
四
年
二
月
二
十
六
日
条
、『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
八
月
二
十
四
日
条

（
22
） 

『
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
五
月
二
十
七
日
条
、『
台
記
』
康
治
二
年
八
月
五
日
条
、
天
養
元
年
七
月
二
十
二
日
条
、『
尊
卑
分
脈
』
二
―
七
二
頁
（
藤
原
経
藤
の
項
）、『
師
守

記
』
貞
和
三
年
正
月
十
二
日
条

（
23
） 

『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
三
月
二
十
六
日
条
、
建
保
七
年
正
月
二
十
八
日
条
、
川
添
昭
二
『
今
川
了
俊
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
七
四
頁

（
24
） 

『
吾
妻
鏡
』
建
長
八
年
十
一
月
二
十
三
日
条
、『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
―
五
五
頁
、『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
二
月
十
一
日
条
、『
中
右
記
』
嘉
祥
二
年
九
月
二
十
一
日
条

（
25
） 

『
園
太
暦
』
延
文
四
年
四
月
八
日
条
。
洞
院
公
賢
の
出
家
と
太
一
定
分
厄
年
に
つ
い
て
は
、
松
薗
斉
注
（
３
）
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
26
） 

『
台
記
』
康
治
元
年
三
月
十
五
日
条
、
正
応
四
年
十
一
月
日
紀
伊
高
野
山
衆
徒
等
申
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
七
六
四
号
）

（
27
） 

『
後
深
草
天
皇
日
記
』（
史
料
大
成
）
正
応
三
年
二
月
十
一
日
条

（
28
） 

永
仁
四
年
八
月
二
日
関
東
御
教
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
一
〇
四
号
）

（
29
） 

勝
浦
令
子
「
妻
の
出
家
・
老
女
の
出
家
・
寡
婦
の
出
家
」（『
女
の
信
心
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）

（
30
） 

孝
謙
天
皇
は
上
皇
時
代
の
天
平
宝
字
六
年
に
出
家
し
て
尼
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
国
家
大
事
と
賞
罰
権
を
掌
握
し
た
。
そ
し
て
恵
美
押
勝
の
乱
を
鎮
め
て
、
天
平
宝
字

八
年
に
は
尼
の
身
の
ま
ま
称
徳
天
皇
と
し
て
重
祚
し
て
い
る
。
女
性
性
を
克
服
す
べ
く
仏
教
を
利
用
し
て
尼
と
な
っ
た
が
、
彼
女
は
日
本
の
歴
史
上
、
唯
一
の
〈
出
家
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入
道
〉
し
た
天
皇
で
あ
る
（
勝
浦
令
子
『
日
本
古
代
の
僧
尼
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。
と
は
い
え
、
こ
の
後
、
女
性
天
皇
が
復
活
す
る
に
は
八
五
〇
年

あ
ま
り
の
歳
月
を
要
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
〈
出
家
入
道
〉
の
天
皇
は
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
孝
謙
・
称
徳
天
皇
は
奈
良
時
代
の
例
外
的
存
在
で
あ
る
。

（
31
） 

『
大
日
本
史
料
』
四
―
九
―
六
〇
〇
頁
、『
大
日
本
史
料
』
五
―
三
三
―
三
三
二
頁
。
葉
室
定
嗣
に
つ
い
て
は
本
郷
和
人
『
中
世
朝
廷
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
五
年
）
二
五
六
頁
を
参
照
。

（
32
） 
『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
―
七
五
頁

（
33
） 
日
本
思
想
大
系
『
往
生
伝　

法
華
験
記
』
三
八
頁

（
34
） 

美
川
圭
「
公
卿
議
定
制
か
ら
み
る
院
政
の
成
立
」「
院
政
を
め
ぐ
る
公
卿
議
定
制
の
展
開
」（『
院
政
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）

（
35
） 

『
大
日
本
史
料
』
二
―
一
四
―
二
五
二
頁
。
准
后
に
つ
い
て
は
、
樫
山
和
民
「
准
三
宮
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
三
六
、
一
九
七
五
年
）、
安
田
歩
「
室
町
期
の
准

后
」（『
立
命
館
史
学
』
二
六
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
36
） 

『
百
錬
抄
』
治
承
四
年
六
月
十
日
条

（
37
） 

美
川
圭
注
（
34
）
前
掲
論
文

（
38
） 

『
山
槐
記
』
永
暦
元
年
十
二
月
四
日
条
、『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
七
月
二
十
三
日
条
、『
三
長
記
』
建
永
元
年
六
月
二
十
一
日
条
、『
公
卿
補
任
』
嘉
元
三
年
藤
原
実
家
の

項

（
39
） 

『
明
月
記
』
寛
喜
三
年
三
月
二
十
二
日
条
、『
平
戸
記
』
寛
元
二
年
十
月
二
十
六
日
条
。
関
東
申
次
に
つ
い
て
は
、
山
本
博
也
「
関
東
申
次
と
鎌
倉
幕
府
」（『
史
学
雑

誌
』
八
六
―
八
、
一
九
七
七
年
）、
美
川
圭
「
関
東
申
次
と
院
伝
奏
の
成
立
と
展
開
」（『
院
政
の
研
究
』）
を
参
照
。

（
40
） 

関
東
申
次
の
個
々
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
第
一
章
「
朝
幕
関
係
と
関
東
申
次
」（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（
41
） 

『
明
月
記
』
建
暦
三
年
四
月
六
日
条
、
寛
喜
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条

（
42
） 

嘉
応
三
年
二
月
日
遠
江
国
池
田
庄
立
劵
状
（『
平
安
遺
文
』
三
五
六
九
号
）、
治
承
元
年
九
月
日
長
門
国
司
下
文
（『
同
』
三
八
一
〇
号
）

（
43
） 

平
治
元
年
閏
五
月
日
宝
荘
厳
院
領
荘
園
注
文
（『
平
安
遺
文
』
二
九
八
六
号
）、『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
七
月
二
十
八
日
条

（
44
） 

弘
安
八
年
九
月
日
豊
後
国
大
田
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
七
〇
〇
号
）、
徳
治
三
年
閏
八
月
九
日
後
伏
見
上
皇
院
宣
（『
同
』
二
三
三
七
二
号
）

（
45
） 

仁
平
二
年
五
月
十
六
日
前
関
白
家
〈
藤
原
忠
実
〉
家
政
所
下
文
案
（『
平
安
遺
文
』
二
七
五
七
号
）
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（
46
） 

建
永
元
年
十
二
月
日
九
条
禅
閤
〈
藤
原
兼
実
〉
家
政
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
五
六
号
）、
建
暦
三
年
八
月
十
二
日
禅
定
殿
下
〈
近
衛
基
通
〉
政
所
下
文
案

（『
同
』
二
〇
一
九
号
）

（
47
） 

嘉
禎
四
年
十
一
月
十
一
日
太
政
大
臣
〈
西
園
寺
公
経
〉
家
政
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
三
二
二
号
）、
嘉
禎
四
年
九
月
二
十
六
日
大
弐
〈
藤
原
資
経
〉
家
政
所
下
文

案
（『
同
』
五
三
〇
八
号
）

（
48
） 
『
台
記
』
久
安
三
年
十
月
二
十
四
日
条
、
久
安
四
年
七
月
十
七
日
条

（
49
） 

元
木
泰
雄
『
藤
原
忠
実
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
〇
頁
・
一
三
三
頁

（
50
） 

延
応
二
年
六
月
日
領
家
某
政
所
下
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
五
九
二
号
）、
年
欠
七
月
十
一
日
宜
秋
門
院
令
旨
（『
同
』
五
三
六
一
号
）

（
51
） 

森
茂
暁
注
（
40
）
前
掲
書
一
〇
六
頁
。
た
と
え
ば
『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
四
一
九
号
・
一
七
六
七
六
号
・
二
一
〇
一
六
号
・
補
一
九
一
二
号
・
二
八
四
一
五
号
。

（
52
） 

建
長
四
年
十
二
月
二
十
五
日
対
馬
国
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
七
五
〇
五
号
）、
建
治
二
年
八
月
二
十
七
日
伊
予
国
宣
（『
同
』
一
二
四
五
五
号
）、
建
治
二
年
十
月
十
九
日

讃
岐
国
宣
（『
同
』
一
二
五
二
二
号
）、
正
中
二
年
五
月
十
五
日
丹
波
国
宣
案
（『
同
』
二
九
一
〇
八
号
）

（
53
） 

た
だ
し
顕
密
寺
院
の
造
営
料
国
の
国
司
に
顕
密
僧
や
禅
律
僧
が
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。

（
54
） 

承
元
四
年
八
月
日
備
前
金
山
寺
住
僧
等
解
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
四
二
号
）、
弘
安
十
一
年
二
月
二
十
三
日
備
前
国
留
守
所
下
文
（『
同
』
一
六
五
三
〇
号
）、
建
長
元
年

六
月
日
出
雲
杵
築
社
造
営
所
注
進
状
（『
同
』
七
〇
八
九
号
）

（
55
） 

乾
元
二
年
八
月
十
五
日
豊
後
在
国
司
行
念
請
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
五
九
三
号
）、
正
安
四
年
八
月
四
日
薩
摩
在
国
司
道
雄
和
与
状
（『
同
』
二
一
一
六
二
号
）

（
56
） 

建
永
二
年
五
月
二
十
四
日
大
隅
国
留
守
所
下
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
八
六
号
）、
弘
安
十
年
十
一
月
日
伊
予
国
留
守
所
下
文
案
（『
同
』
一
六
四
〇
三
号
）、
正
和
二
年

三
月
十
日
周
防
国
在
庁
官
人
連
署
起
請
文
案
（『
同
』
二
四
八
二
〇
号
）

（
57
） 

嘉
禎
三
年
三
月
二
十
四
日
安
芸
国
後
三
条
院
新
勅
旨
預
所
職
補
任
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
一
一
九
号
）、
天
福
二
年
九
月
十
日
出
雲
国
加
賀
庄
起
請
田
目
録
（『
同
』
四

六
八
九
号
）

（
58
） 

嘉
禎
二
年
十
一
月
十
五
日
中
原
盛
実
譲
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
〇
八
五
号
）、
延
応
二
年
三
月
十
四
日
沙
弥
蓮
親
田
地
寄
進
状
（『
同
』
五
五
三
三
号
）

（
59
） 

建
仁
三
年
十
月
三
日
大
隅
国
留
守
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
八
五
号
）、
正
嘉
二
年
二
月
十
六
日
関
東
御
教
書
案
（『
同
』
八
一
九
〇
号
）

（
60
） 

保
元
三
年
五
月
十
日
山
城
国
安
祥
寺
領
寺
辺
田
畠
在
家
検
注
帳
案
（『
平
安
遺
文
』
二
九
二
三
号
）、
延
応
二
年
四
月
六
日
尼
深
妙
大
間
帳
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
五
五
三
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号
）

（
61
） 

寛
元
四
年
八
月
二
十
四
日
雲
阿
田
地
譲
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
七
二
九
号
）、
永
仁
三
年
十
二
月
二
日
若
狭
国
倉
見
庄
実
検
田
目
録
案
（『
同
』
一
八
九
三
七
号
）、
正
嘉

二
年
七
月
十
九
日
小
早
川
本
仏
譲
状
案
（『
同
』
八
二
六
八
号
）

（
62
） 

建
治
二
年
八
月
日
大
隅
国
在
庁
石
築
地
役
支
配
注
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
四
六
一
号
）、
永
仁
六
年
五
月
三
日
大
隅
鹿
屋
院
預
所
下
文
（『
同
』
一
九
六
七
二
号
）

（
63
） 
年
欠
九
月
十
四
日
大
和
国
平
野
殿
庄
荘
官
連
署
請
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
一
三
九
号
）、
元
応
元
年
六
月
五
日
大
仏
宣
時
袖
判
御
教
書
（『
同
』
二
七
〇
五
五
号
）

（
64
） 
松
薗
斉
注
（
３
）
前
掲
論
文

（
65
） 

目
崎
徳
衛
注
（
３
）
前
掲
書
、
海
老
名
尚
注
（
４
）
前
掲
論
文

（
66
） 

『
吾
妻
鏡
』
寿
永
三
年
四
月
十
四
日
条
、
元
暦
元
年
十
月
二
十
日
条
、
建
久
二
年
正
月
十
五
日
条
、
承
久
三
年
八
月
六
日
条
。
な
お
五
味
文
彦
『
吾
妻
鏡
の
方
法
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
三
島
義
教
『
三
善
康
信
』（
新
風
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
お
よ
び
佐
藤
雄
基
「
大
江
広
元
と
三
善
康
信
」（『
公
武
権
力
の
変
容
と
仏
教

界
』
清
文
堂
、
二
〇
一
三
年
刊
行
予
定
）
を
参
照
。

（
67
） 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
七
月
二
日
条
、
文
治
四
年
三
月
二
十
六
日
条
、
建
仁
三
年
二
月
十
一
日
条
、
承
元
二
年
四
月
二
十
五
日
条

（
68
） 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
七
月
十
七
日
条
、
建
久
十
年
四
月
十
二
日
条

（
69
） 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
三
年
九
月
二
十
二
日
条
、『
関
東
評
定
衆
伝
』（『
群
書
類
従
』
四
―
二
八
七
頁
）

（
70
） 

仁
治
元
年
十
月
日
虚
仮
阿
弥
陀
仏
寄
進
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
六
三
四
号
）、
仁
治
二
年
二
月
三
日
関
東
下
知
状
案
（『
同
』
五
七
五
三
号
）、『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
六
月

八
日
条
、『
大
日
本
史
料
』
五
―
一
四
―
一
七
五
頁

（
71
） 

『
吾
妻
鏡
』
文
暦
二
年
七
月
七
日
条
、
嘉
禎
四
年
九
月
二
十
日
条

（
72
） 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
四
年
十
月
十
三
日
条

（
73
） 

『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
六
月
八
日
条
、
寛
元
元
年
十
一
月
一
日
条
。
佐
々
木
信
綱
は
、
遁
世
の
許
可
申
請
で
「
子
孫
事
、
永
不
可
知
之
由
」
を
言
上
し
た
が
、
こ
の
発
言

は
北
条
重
時
の
家
訓
と
近
似
し
て
い
る
。
重
時
は
そ
の
家
訓
第
四
四
条
で
、
三
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で
は
政
道
に
励
む
よ
う
求
め
、
六
十
歳
に
な
れ
ば
、「
子
が
失
せ
、

子
孫
を
絶
や
す
と
も
、
う
き
世
に
心
を
か
へ
さ
ず
（
中
略
）
我
は
此
世
に
な
き
物
と
思
ひ
き
り
給
ふ
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
（『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
、
三
三
二

頁
）。
信
綱
の
発
言
は
そ
れ
と
同
趣
旨
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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（
74
） 

『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
正
月
一
日
条
、
弘
長
三
年
十
一
月
二
十
二
日
条
、『
関
東
評
定
衆
伝
』（『
群
書
類
従
』
四
―
三
二
七
頁
）

（
75
） 

臼
井
信
義
『
足
利
義
満
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）

（
76
） 

『
玉
葉
』
承
安
二
年
九
月
十
七
日
条
、
九
月
二
十
二
日
条
、
承
安
三
年
三
月
十
三
日
条

（
77
） 
『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
元
年
八
月
二
十
五
日
条
、
正
元
二
年
正
月
二
十
日
条
、
弘
長
元
年
七
月
二
十
九
日
条

（
78
） 
『
西
院
血
脈
』（『
続
真
言
宗
全
書
』
二
五
―
二
一
七
頁
）、
乾
元
二
年
二
月
十
二
日
沙
弥
崇
演
〈
北
条
貞
時
〉
円
覚
寺
制
符
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
三
六
一
号
）

（
79
） 

『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
元
徳
三
年
七
月
十
四
日
条
、
嘉
暦
二
年
十
月
一
日
沙
弥
崇
鑑
〈
北
条
高
時
〉
円
覚
寺
制
符
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
〇
二
八
号
）、
元
徳
二
年
三
月
九

日
沙
弥
崇
鑑
〈
北
条
高
時
〉
公
帖
（『
同
』
三
〇
九
六
一
号
）

（
80
） 

『
吾
妻
鏡
』
建
長
八
年
三
月
十
一
日
条
、
康
元
二
年
正
月
二
日
条
、
正
嘉
二
年
正
月
二
日
条
、
正
元
二
年
正
月
二
日
条
、
文
応
二
年
正
月
二
日
条
、
正
嘉
元
年
八
月
二
十

五
日
条

（
81
） 

『
大
日
本
史
料
』
六
―
二
一
―
八
八
一
頁
、
小
川
信
『
細
川
頼
之
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
一
九
三
頁
・
二
七
六
頁
、『
大
日
本
史
料
』
六
―
二
四
―
三
四
五
頁

（
82
） 

『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
―
五
五
頁
・
七
五
頁

（
83
） 

『
荒
暦
』
応
永
二
年
七
月
二
十
三
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
―
五
九
頁
）

（
84
） 

『
荒
暦
』
応
永
二
年
六
月
二
十
日
条
、
同
七
月
十
五
日
条
、
同
七
月
二
十
六
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
―
五
八
頁
・
五
九
頁
・
七
六
頁
）、『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年

十
月
十
九
日
条

（
85
） 

建
武
三
年
六
月
十
七
日
一
色
範
氏
書
下
（『
南
北
朝
遺
文　

九
州
編
』
六
三
一
号
）、
川
添
昭
二
注
（
24
）
前
掲
書
、
同
「『
鎮
西
管
領
』
考
」（『
日
本
歴
史
』
二
〇
五
・

二
〇
六
、
一
九
六
五
年
）、『
大
日
本
史
料
』
七
―
八
―
一
六
一
頁
、
応
永
二
十
五
年
十
二
月
三
日
渋
川
満
頼
書
下
（
大
日
本
古
文
書
『
阿
蘇
文
書
』
二
―
一
九
一
頁
）

（
86
） 

応
永
六
年
十
一
月
十
日
管
領
畠
山
基
国
施
行
状
（『
東
寺
文
書
聚
英
』
三
六
八
号
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
応
永
六
年
十
一
月
十
三
日
侍
所
頭
人
赤
松
義
則
遵

行
状
（『
同
』
三
七
一
号
）、
お
よ
び
『
同
』
解
説
一
三
九
頁
。

（
87
） 

『
関
東
評
定
衆
伝
』（『
群
書
類
従
』
四
―
三
一
四
頁
）、『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
三
日
条

（
88
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
十
二
月
十
九
日
条
（『
建
治
三
年
記
注
釈
』
文
献
出
版
、
一
九
九
九
年
）、「
鎮
西
引
付
記
」
嘉
暦
二
年
条
（『
綾
瀬
市
史
』
一
、
古
代
・
中
世

一
七
一
号
）。
な
お
森
幸
夫
「
六
波
羅
評
定
衆
考
」（『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
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（
89
） 

『
新
抄
』（
続
改
訂
史
籍
集
覧
）
文
永
三
年
七
月
二
十
一
日
・
二
十
二
日
条
、『
公
衡
公
記
』
弘
安
十
一
年
正
月
十
九
日
条
、
内
閣
文
庫
蔵
「
文
保
三
年
記
」。
な
お
東
使

に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
注
（
40
）
前
掲
書
所
収
の
論
考
「『
東
使
』
と
そ
の
役
割
」
を
参
照
。

（
90
） 

年
欠
十
一
月
十
六
日
少
弐
資
能
施
行
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
四
六
九
号
）

（
91
） 

『
鎌
倉
遺
文
』
八
八
五
二
号
～
五
六
号

（
92
） 
建
久
七
年
十
月
二
十
二
日
前
右
大
将
〈
源
頼
朝
〉
家
政
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
六
七
号
）、
嘉
禎
元
年
十
月
二
十
五
日
関
東
御
教
書
（『
同
』
四
八
四
三
号
）

（
93
） 
建
長
四
年
十
一
月
日
安
芸
国
沼
田
本
庄
検
注
目
録
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
七
四
九
七
号
）、
弘
安
八
年
九
月
日
豊
後
国
大
田
文
案
（『
同
』
一
五
七
〇
〇
号
）

（
94
） 

文
応
元
年
十
月
五
日
関
東
御
教
書
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
五
六
二
号
）、
文
永
十
年
四
月
八
日
大
隅
守
護
代
浄
念
挙
状
（『
同
』
一
一
二
三
八
号
）、
嘉
暦
二
年
十
月
二
十

六
日
伊
賀
守
護
使
服
部
持
法
請
文
案
（『
同
』
三
〇
〇
五
五
号
）

（
95
） 

承
元
四
年
九
月
三
十
日
筑
前
国
野
坂
庄
惣
地
頭
代
・
惣
公
文
連
署
下
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
四
四
号
）、
弘
安
三
年
十
二
月
十
四
日
美
濃
国
茜
部
庄
和
与
状
（『
同
』
一

四
二
一
四
号
）

（
96
） 

仁
治
三
年
十
月
一
日
北
条
時
頼
書
下
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
一
一
二
号
）、
弘
安
四
年
十
一
月
五
日
足
利
家
時
袖
判
書
下
（『
同
』
一
四
五
〇
二
号
）、
正
応
五
年
十
月
十
三

日
得
宗
〈
北
条
貞
時
〉
公
文
所
奉
書
案
（『
同
』
一
八
〇
三
〇
号
）

（
97
） 

御
家
人
役
に
つ
い
て
は
、
安
田
元
久
「『
関
東
御
公
事
』
考
」（『
御
家
人
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）、
清
水
亮
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
役
賦
課
制
度
の
展

開
と
『
関
東
御
領
』」（『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
政
治
史
的
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
98
） 

『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
七
月
十
八
日
条

（
99
） 

弘
安
九
年
三
月
日
沙
弥
寂
妙
軍
忠
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
八
六
七
号
）、
元
亨
四
年
十
月
十
九
日
沙
弥
妙
仏
著
到
状
（『
同
』
二
八
八
五
一
号
）、
元
亨
四
年
十
月
二
十

五
日
沙
弥
幸
運
著
到
状
（『
同
』
二
八
八
六
一
号
）

（
100
） 

年
欠
七
月
二
十
日
道
証
書
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
一
六
七
号
）、
文
永
八
年
十
二
月
二
十
二
日
関
東
御
教
書
（『
同
』
一
〇
九
四
一
号
）

（
101
） 

『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
十
二
月
二
十
九
日
条

（
102
） 

『
吾
妻
鏡
』
建
保
二
年
五
月
七
日
条

（
103
） 

『
百
錬
抄
』
建
長
元
年
四
月
四
日
条
、『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
三
月
一
日
条
、
建
治
三
年
九
月
七
日
関
東
御
教
書
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
八
四
五
号
）
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（
104
） 

正
嘉
二
年
六
月
一
日
若
狭
国
太
良
庄
預
所
下
文
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
二
五
八
号
）、
正
応
六
年
七
月
十
日
丹
波
有
光
文
書
紛
失
状
（『
同
』
一
八
二
五
二
号
）

（
105
） 

正
中
二
年
三
月
二
十
日
山
城
国
真
幡
木
庄
女
御
田
坪
付
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇
五
九
号
）、
嘉
暦
元
年
九
月
日
摂
津
国
長
洲
御
厨
代
官
沙
汰
人
等
連
署
起
請
文

（『
同
』
二
九
六
一
〇
号
）

（
106
） 
永
仁
三
年
五
月
日
沙
弥
観
心
作
人
職
売
券
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
八
四
二
号
）、
永
仁
四
年
三
月
三
日
沙
弥
乗
戒
下
作
職
売
券
（『
同
』
一
九
〇
二
一
号
）、
暦
応
三
年
十

月
日
山
城
国
拝
師
庄
前
下
司
沽
却
田
地
注
進
状
（『
部
落
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究　

史
料
第
四
』
二
七
二
頁
）

（
107
） 

弘
安
二
年
六
月
日
沙
弥
西
道
申
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
六
二
一
号
）、
文
和
三
年
七
月
十
八
日
白
山
水
引
神
人
起
請
文
（『
部
落
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究　

史
料
第

四
』
三
三
二
頁
）

（
108
） 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
元
年
六
月
二
十
一
日
条
、『
沙
石
集
』
四
―
一
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
一
六
九
頁
）、
服
部
敏
良
『
鎌
倉
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
）、
年
月
日
欠
某
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇
五
八
号
）、『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
十
九
年
六
月
八
日
条
。
た
だ
し
中
世
の
医
師
に
は
僧
侶
も
多
い
た

め
、
彼
ら
と
〈
出
家
入
道
〉
の
医
師
と
の
弁
別
が
必
要
と
な
る
。

（
109
） 

文
永
四
年
十
二
月
十
八
日
紀
伊
国
南
部
庄
年
貢
米
送
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
九
八
二
二
号
）、
年
欠
十
一
月
十
四
日
紀
伊
国
南
部
庄
年
貢
米
送
文
案
（『
同
』
一
二
一
二
五

号
）、
永
仁
六
年
三
月
七
日
相
模
国
建
長
寺
大
工
善
心
言
上
状
写
（『
同
』
一
九
六
二
一
号
）、
嘉
暦
四
年
三
月
三
日
鎌
倉
建
仁
寺
鐘
願
文
（『
同
』
三
〇
五
二
五
号
）、
元

亨
二
年
八
月
十
一
日
佐
渡
熊
野
神
社
棟
札
（『
同
』
二
八
一
三
四
号
）、
弘
安
五
年
八
月
一
日
大
中
臣
実
政
造
像
願
文
（『
同
』
一
四
六
七
五
号
）、
年
欠
十
一
月
七
日
中

院
通
顕
書
状
（『
同
』
二
六
八
四
二
号
）、
応
永
十
八
年
二
月
十
日
東
寺
南
大
門
茶
商
人
浄
音
請
文
（『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
下
、
二
四
六
頁
）

（
110
） 

文
永
元
年
十
二
月
三
日
興
慶
檀
那
下
人
譲
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
九
一
九
一
号
）、
正
安
元
年
十
二
月
日
願
心
所
領
処
分
長
帳
案
（『
同
』
二
〇
三
四
三
号
）、
正
安
二
年
十

月
七
日
伏
見
上
皇
院
宣
案
（『
同
』
二
七
六
〇
七
号
）、
乾
元
二
年
六
月
二
十
日
道
済
処
分
状
（『
同
』
二
一
五
五
六
号
）、
文
保
二
年
二
月
四
日
顕
舜
所
領
譲
状
（『
同
』

二
六
五
四
二
号
）、
貞
治
四
年
七
月
二
十
日
長
種
慶
算
譲
状
（『
大
日
本
史
料
』
六
―
二
七
―
一
八
四
頁
）。
本
稿
で
は
〈
出
家
入
道
〉
の
奴
婢
下
人
の
事
例
を
提
示
し
た

が
、
彼
ら
は
家
督
は
お
ろ
か
、
自
分
の
身
体
の
所
有
権
す
ら
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
督
を
保
持
し
た
出
家
得
度
者
と
い
う
〈
出
家
入
道
〉
の
概
念
規
定
に
そ

ぐ
わ
な
い
が
、
世
俗
活
動
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
〈
出
家
入
道
〉
の
変
種
と
位
置
づ
け
て
お
く
。〈
出
家
入
道
〉
の
後
に
債
務
奴
隷
に
転
落

し
た
者
も
い
た
だ
ろ
う
が
、
奴
婢
下
人
が
な
ぜ
出
家
得
度
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

（
111
） 

『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
八
月
十
日
条
、
年
欠
十
一
月
七
日
中
院
通
顕
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
八
四
二
号
）、
年
欠
三
月
七
日
記
録
所
施
行
状
（『
同
』
二
九
七
六
五
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号
）、
年
欠
三
月
十
日
東
寺
長
者
御
教
書
（『
同
』
二
九
七
七
〇
号
）、
康
永
二
年
三
月
日
某
注
進
状
案
（『
部
落
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究　

史
料
第
四
』
二
七
六
頁
）

（
112
） 

年
月
日
欠
大
和
奈
良
坂
非
人
陳
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
三
一
六
号
）。
本
史
料
に
つ
い
て
は
『
部
落
史
史
料
選
集　

古
代
・
中
世
篇
』（
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一

九
八
八
年
）
一
一
七
頁
を
参
照
。

（
113
） 

馬
田
綾
子
「
中
世
京
都
に
お
け
る
寺
院
と
民
衆
」（『
日
本
史
研
究
』
二
三
五
号
、
一
九
八
二
年
）

（
114
） 
年
月
日
欠
唐
招
提
寺
釈
迦
念
仏
結
縁
交
名
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
二
三
五
号
）、
細
川
涼
一
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四

年
）
一
二
二
頁

（
115
） 

細
川
涼
一
注
（
114
）
前
掲
書
一
二
三
頁
、『
鹿
苑
日
録
』
延
徳
元
年
六
月
五
日
条
（『
部
落
史
史
料
選
集　

古
代
・
中
世
篇
』
三
一
四
頁
）、
徳
治
二
年
三
月
日
野
口
清

目
六
郎
陳
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
補
一
八
五
〇
号
）、
貞
治
四
年
七
月
二
十
日
長
種
慶
算
譲
状
（『
大
日
本
史
料
』
六
―
二
七
―
一
八
四
頁
）、
横
井
清
「
中
世
の
触
穢
思

想
」（『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）

（
116
） 

『
老
松
堂
日
本
行
録
』（
岩
波
文
庫
）
九
七
頁

（
117
） 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
四
七
七
号

（
118
） 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
三
三
一
号

（
119
） 

拙
稿
「
中
世
移
行
期
の
国
家
と
仏
教
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』）

（
120
） 

貞
和
二
年
九
月
日
菅
浦
庄
惣
村
置
文
（
滋
賀
大
学
日
本
経
済
文
化
研
究
所
史
料
館
編
『
菅
浦
文
書
』
一
八
〇
号
）、
康
安
元
年
十
二
月
三
日
菅
浦
庄
地
下
置
文
（『
同
』

二
一
四
号
）、
延
徳
三
年
九
月
八
日
菅
浦
庄
地
下
法
度
置
文
（『
同
』
二
二
九
号
）。
た
だ
し
貞
和
二
年
の
置
文
は
、
署
名
欄
が
一
二
名
で
あ
る
が
、
略
押
を
据
え
た
の
は

一
一
名
で
あ
る
。

（
121
） 

田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
一
二
九
頁

（
122
） 

年
月
日
欠
菅
浦
惣
村
定
案
（『
菅
浦
文
書
』
三
一
九
号
）。
な
お
、「
諸
公
事
聴
士
之
事
」
に
つ
い
て
、『
菅
浦
文
書
』
は
「
聴
士
」
を
停
止
の
意
と
す
る
が
、
百
瀬
今
朝

雄
氏
は
「
聴
士
」
を
聞
役
・
仲
介
役
と
解
し
て
い
る
（『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
下
、
二
三
九
頁
）。

（
123
） 

承
平
五
年
十
月
二
十
五
日
東
寺
伝
法
供
家
牒
（『
平
安
遺
文
』
二
四
五
号
）、
天
慶
六
年
十
一
月
十
九
日
伊
賀
国
名
張
郡
司
請
文
（『
同
』
二
五
四
号
）、
天
暦
七
年
二
月

十
一
日
伊
勢
国
近
長
谷
寺
資
財
帳
（『
同
』
二
六
五
号
）、
康
平
三
年
三
月
五
日
沙
弥
仲
寿
治
田
売
券
（『
同
』
九
五
二
号
）
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（
124
） 

永
長
二
年
六
月
二
十
六
日
筑
前
国
碓
井
封
山
口
村
住
人
注
進
状
案
（『
平
安
遺
文
』
一
三
七
六
号
）、
長
保
三
年
四
月
八
日
山
城
国
禅
定
寺
田
畠
流
記
帳
（『
同
』
四
〇
八

号
）、
嘉
承
二
年
十
二
月
二
十
八
日
大
安
寺
権
上
座
長
会
畠
売
券
（『
同
』
一
六
八
二
号
）、
天
承
二
年
二
月
十
一
日
僧
某
畠
売
券
（『
同
』
二
二
一
七
号
）、
保
延
二
年
十

月
八
日
宮
友
入
道
畠
売
券
（『
同
』
二
三
五
一
号
）

（
125
） 
長
承
二
年
十
二
月
十
二
日
藤
井
得
重
所
領
売
券
（『
平
安
遺
文
』
二
二
九
二
号
）、
久
安
六
年
四
月
八
日
藤
原
氏
女
家
地
券
紛
失
状
案
（『
同
』
二
七
〇
〇
号
）、
仁
平
三

年
三
月
日
僧
定
賢
田
地
売
劵
（『
同
』
二
七
八
二
号
）

（
126
） 

応
徳
二
年
三
月
十
六
日
安
芸
国
高
田
郡
司
藤
原
頼
方
所
領
畠
立
券
文
（『
平
安
遺
文
』
一
二
三
一
号
・
四
六
四
九
号
）、
久
安
元
年
十
二
月
日
讃
岐
国
善
通
曼
荼
羅
寺
寺

領
注
進
状
（『
同
』
二
五
六
九
号
）

（
127
） 

薗
部
寿
樹
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
五
頁
、
坂
田
聡
『
家
と
村
社
会
の
成
立
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
二
五
一
頁

（
128
） 

『
殿
暦
』
天
永
元
年
十
月
二
日
条

（
129
） 

『
中
右
記
』
嘉
保
三
年
十
一
月
三
十
日
条

（
130
） 

吉
原
浩
人
氏
は
「
大
江
匡
房
が
神
仏
習
合
思
想
史
上
に
果
た
し
た
役
割
は
、
古
代
中
世
を
通
じ
て
最
大
級
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
同

「
神
仏
習
合
思
想
史
上
の
大
江
匡
房
」『
和
漢
比
較
文
学
叢
書
』
一
四
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
131
） 

『
殿
暦
』
永
久
元
年
九
月
七
日
条
、『
中
右
記
』
大
治
四
年
十
一
月
二
十
三
日
条

（
132
） 

『
百
錬
抄
』
寿
永
二
年
九
月
二
日
条
、『
玉
葉
』
寿
永
二
年
八
月
二
十
八
日
条

（
133
） 

『
吉
田
家
日
次
記
』
応
永
九
年
三
月
十
六
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
七
―
五
―
四
三
〇
頁
）

（
134
） 

『
小
右
記
』
寛
仁
四
年
八
月
十
八
日
条
、
嵯
峨
井
建
「
鴨
社
の
神
仏
習
合
」（『
鴨
社
の
絵
図
』
糺
の
森
顕
彰
会
事
務
局
、
一
九
八
九
年
）、
同
「
中
世
上
賀
茂
神
社
の
神

仏
習
合
」（『
祭
祀
と
国
家
の
歴
史
学
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）

（
135
） 

須
磨
千
頴
翻
刻
「
社
務
補
任
記
」（『
賀
茂
文
化
研
究
』
二
、
一
九
九
三
年
）、『
中
右
記
』
嘉
承
三
年
六
月
二
十
三
日
条
、『
大
日
本
史
料
』
三
―
一
一
―
八
〇
頁
・
二
九

九
頁
、
三
―
一
七
―
三
六
八
頁
、
三
―
二
四
―
二
七
九
頁
。
な
お
、
下
鴨
社
東
塔
は
大
治
三
年
に
、
西
塔
は
天
承
元
年
に
供
養
が
行
わ
れ
た
（『
百
錬
抄
』
大
治
三
年
七

月
二
十
日
条
、
天
承
元
年
十
月
十
日
条
）。
上
島
亨
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
二
五
六
頁
、
本
書
に
つ
い
て
は
拙
論

「
中
世
成
立
期
の
王
権
と
宗
教
」（『
日
本
史
研
究
』
六
〇
一
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
136
） 

松
本
史
朗
『
縁
起
と
空
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
袴
谷
憲
昭
『
本
覚
思
想
批
判
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）

（
137
） 

建
永
元
年
月
日
慈
円
大
懺
法
院
条
々
起
請
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
五
九
号
）。
な
お
慈
円
は
建
保
元
年
に
良
源
を
讃
え
た
「
慈
恵
大
師
講
式
」
を
作
成
す
る
が
、
そ
こ
で

は
良
源
が
「
方
便
之
結
縁
、
方
便
之
調
機
」
に
卓
越
し
た
と
賞
賛
し
た
（『
大
日
本
史
料
』
一
―
二
二
―
二
三
三
頁
）。
具
体
的
に
は
「
入
仏
道
、
不
嫌
栄
華
、
非
戒

律
、
又
専
僧
礼
、
乗
以
車
駕
、
著
以
綾
羅
、
或
受
官
位
、
或
領
田
薗
等
、
併
譲
名
利
於
菩
薩
戒
、
示
迷
悟
之
不
二
、
鑑
末
法
於
衆
生
界
、
取
結
縁
之
不
失
」
と
述
べ
、

良
源
が
仏
道
に
お
け
る
栄
華
や
美
服
・
官
位
・
所
領
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
「
迷
悟
之
不
二
」
を
示
し
た
も
の
と
高
く
評
価
し
、
良
源
の
生
き
方
を
「
我
等
」
の

模
範
と
語
っ
て
い
る
。

（
138
） 

『
さ
ゝ
め
ご
と
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集
俳
論
集
』
一
八
三
頁
）、『
花
園
天
皇
日
記
』
元
弘
二
年
三
月
二
十
四
日
条

（
139
） 

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
三
―
七
一
四
頁

（
140
） 

『
沙
石
集
』
五
―
一
二
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
二
二
四
頁
）、
宥
範
『
大
日
経
疏
妙
印
鈔
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
八
―
四
七
五
頁
）、『
正
法
眼
蔵
』（『
同
』
八

二
―
一
七
四
頁
）、『
仏
光
国
師
語
録
』（『
同
』
八
〇
―
一
九
六
頁
）、『
虎
穴
録
』（『
同
』
八
一
―
三
二
八
頁
）。
沙
石
集
は
こ
れ
以
外
に
も
、「
麁
言
軟
語
ミ
ナ
第
一
義

ニ
帰
シ
、
治
生
産
業
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
実
相
ニ
背
ズ
」（
序
、
五
七
頁
）、「
生
身
ヲ
助
テ
、
法
身
ノ
恵
命
ヲ
全
ク
セ
ン
ト
思
ハ
ゞ
、
世
間
ノ
治
生
産
業
マ
デ
、
仏
法
ノ
助
ト

ナ
リ
テ
、
道
業
ヲ
成
ベ
シ
」（
五
本
―
三
、
二
〇
五
頁
）
と
あ
り
、
治
生
産
業
実
相
論
は
無
住
に
と
っ
て
核
心
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
卑
近
な
雑
談
や
笑
い
話

か
ら
人
々
を
仏
道
へ
と
誘
お
う
と
す
る
無
住
の
姿
勢
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
い
る
。

（
141
） 

芳
澤
元
「
室
町
期
禅
宗
の
習
俗
化
と
武
家
社
会
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
五
号
、
二
〇
一
二
年
）
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Secular Priest Life in the Japanese Middle Ages

TAIRA Masayuki

There were many people who did the figure of the priest and continued secular 

activity in the Japanese Middle Ages. A purpose of this article is to clarify their actual 

situation.

When faith in hope of yielding to the Buddhists＇ paradise became popular, the 

manners and customs that general people became a priest were born and spread out. 

In the days of the beginning, the people who became a priest stopped secular activity 

and devoted themselves to Buddhism ascetic practices. However, when it is the Middle 

Ages, a political man of power comes to become a priest, and they come to maintain 

political power after having become a priest. The abdicated emperors who had joined a 

Buddhist order held political real power after a priest. The manners and customs to hold 

a patrimony after having become a priest spread out in the Great Society before long. 

It was special manners and customs to be seen only in the Japanese Middle Ages that 

the people who held a patrimony after having become a priest, and carried out a secular 

activity existed. That is why it leads to elucidating a social structural characteristic in the 

Middle Ages in Japan to study it.

When the Emperor, the Minister, the General hoped to become a priest, both became 

a priest after having resigned the position. However, they held political power after 

having really become a priest. Therefore, in the Japanese Middle Ages, the phenomenon 

that an institutional political man of power and a true man of power became estranged 

was often caused.

When nobles became a priest, they resigned a government official. However, in the 

Imperial Court of the Kamakura era, a lot of posts where the noble who became a priest 

could take office as appeared. For example, Chigyokokushu（知行国主）, Ryoke（領家）, 

Kantoumoshitsugi（関東申次）are the examples. In addition, the person who became a 

priest came to be able to get various public posts at the local government office.

After having become a priest, many samurais continued maintaining the post of 

the Shugo（守護）and the lord of a manor. They engaged in the duties such as war or 
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the guard according to an order of the Shogunate even after becoming the figure of the 

priest. The manners and customs of the priest spread to the world of the people. Most of 

leaders of the village ran a village with the figure of the priest. In addition, a lot of people 

who became a priest in a slave and lowly people exist. Even if farmers became a priest, it 

was not exempted from the burden of the land tax.


